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は
じ
め
に

　

官
僚
の
主
要
な
経
済
的
基
盤
は
俸
給
に
あ
る
が
、
高
麗
時
代
前
期

の
官
僚
は
土
地
と
禄
俸

A
C
B

を
二
元
的
に
支
給
さ
れ
て
い
た
。
高
麗
時
代

後
期
に
農
荘
が
広
が
り
、
田
柴
科
に
よ
る
土
地
支
給
制
は
崩
壊
し
た

が
、
一
三
世
紀
に
は
新
た
に
禄
科
田
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
は
朝
鮮
時
代
の
初
期
に
科
田
法
（
高
麗
恭
譲
王
三
年
、
一
三
九
一

〜
世
祖
一
二
年
、
一
四
六
六
）、
次
い
で
職
田
法
（
世
祖
一
二
年
〜
明
宗

一
一
年
、
一
五
五
六
）
と
し
て
受
け
継
が
れ
た

A
D
B

。
し
か
し
、
次
第
に

土
地
支
給
（
収
租
権
の
支
給

A
E
B

）
は
な
く
な
り
、
明
宗
一
一
年
に
職
田

制
が
廃
止
さ
れ
て
か
ら
は
、
禄
俸
だ
け
を
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
官
僚
に
対
す
る
土
地
支
給
が
無
く
な
っ
て
も
、
そ
の
分
禄
俸
額

が
多
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
土
地
収
租
権
支
給
が
無
く
な

っ
た
分
だ
け
、
報
酬
は
ひ
き
下
げ
ら
れ
た
と
い
え
る
。

　

一
方
、
朝
鮮
王
朝
の
国
初
か
ら
、
官
僚
の
禄
俸
は
非
常
に
低
か
っ

た
。
そ
れ
は
前
代
の
高
麗
時
代
と
比
べ
て
も
顕
著
に
低
か
っ
た
し
、

朝
鮮
前
期
よ
り
も
後
期
に
な
る
に
つ
れ
、
さ
ら
に
低
く
な
っ
て
い
っ

た
。
官
僚
の
禄
俸
は
民
間
と
比
べ
あ
ま
り
高
く
て
も
い
け
な
い
が
、

あ
ま
り
に
低
く
て
生
計
を
維
持
し
て
い
く
の
も
困
難
な
よ
う
で
は
、

官
僚
の
不
正
を
誘
発
し
、
ま
た
困
る
。

　

朝
鮮
王
朝
で
は
あ
ま
り
に
も
低
い
禄
俸
で
官
僚
制
を
い
か
に
維
持

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
は
、
当
時
の
ど
の
よ
う
な
財

政
事
情
や
財
政
構
造
に
基
づ
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
朝
鮮
で
は

禄
俸
の
低
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
官
職
志
向
が
強
か
っ
た
が
、
そ
れ
は

朝
鮮
王
朝
の
禄
俸
制
と
国
家
財
政
体
制

徳

成

外

志

子
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な
ぜ
な
の
か
。
彼
ら
は
ど
の
よ
う
に
生
計
を
維
持
し
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
朝
鮮
王
朝
官
僚
の
禄
俸
の
実
態
を
明
ら

か
に
し

A
F
B

、
朝
鮮
時
代
の
禄
俸
制
の
特
色
を
も
た
ら
し
た
要
因
を
、
朝

鮮
王
朝
国
家
財
政
の
特
色
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
す
る
。
朝
鮮
時

代
の
禄
俸
制
に
は
、
朝
鮮
王
朝
の
国
家
財
政
の
構
造
と
特
色
、
中
で

も
朝
鮮
の
軍
役
・
職
役
体
制
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
考
察
対
象
は
中
央
官
僚
の
禄
俸
に
限
定
し
、

下
級
実
務
を
担
当
し
た
吏
胥
・
僕
隷
の
朔
料
や
、
地
方
で
支
給
さ
れ

た
地
方
官
の
禄
料
な
ど
は
除
外
し
た
。

一　

朝
鮮
時
代
の
禄
俸
額
│
前
期
と
後
期
を
比
較
し
て

│

　

朝
鮮
王
朝
後
期
の
実
学
者
朴
齊
家
（
一
七
五
〇
〜
一
八
〇
五
）
は

『
北
学
議
』
禄
制
条
の
中
で
、
通
信
使
の
一
行
と
し
て
一
七
六
三
年

に
日
本
へ
行
っ
て
き
た
元
重
挙
（
号
は
玄
川
）
の
体
験
を
、
次
の
よ

う
に
紹
介
し
、
朝
鮮
王
朝
の
禄
制
を
批
判
し
て
い
る
。

　

元
玄
川
（
重
挙
）
之
入
日
本
也
、
日
本
人
、
持
我
国
経
国
大

典
奉
事
禄
条
刻
本
、
来
問
曰
、
貴
国
禄
俸
何
其
太
少
也
、
蓋
玄

川
時
帯
長
興
奉
事
故
也
。
玄
川
視
之
、
即
壬
辰
以
前
禄
制
、
比

今
日
不
啻
倍
之
。
卒
無
以
応
之
、
即
誑
云
、
非
特
此
也
、
然
心

甚
慚
云
。

　

即
ち
、
日
本
人
が
『
経
国
大
典
』
奉
事
禄
条
の
刻
本
を
持
っ
て
き

て
、
彼
に
「
貴
国
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
禄
俸
が
低
い
の
か
」
と
問

う
た
。
そ
の
時
玄
川
が
長
興
庫
の
奉
事
の
職
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
壬
辰
年
（
秀
吉
の
文
禄
の
役
）
以
前
の
禄
俸
で
、
今
と

比
べ
る
と
倍
以
上
も
あ
っ
た
も
の
だ
。
し
か
し
、
つ
い
に
答
え
ら
れ

ず
、「
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
」
と
ご
ま
か
し
て
言
っ
た
が
、
非
常
に

恥
ず
か
し
か
っ
た
と
言
う
。
一
五
世
紀
『
経
国
大
典
』
の
禄
が
一
八

世
紀
の
禄
よ
り
倍
以
上
も
あ
っ
た
、
言
い
換
え
る
と
一
八
世
紀
に
半

額
以
下
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
後
で
見
る
が
、
ほ
ぼ
事
実
で

あ
り
、
上
級
官
僚
ほ
ど
減
少
率
が
大
き
か
っ
た
。

　

続
け
て
、「
こ
こ
に
あ
る
人
が
い
て
、
下
僕
を
飢
え
さ
せ
て
毎
日

こ
き
使
っ
て
い
れ
ば
、
主
家
の
財
物
を
盗
ま
な
い
下
僕
は
稀
だ
ろ

う
」
と
喩
え
て
、「
権
勢
が
あ
れ
ば
小
官
で
も
賄
賂
で
冨
み
、
権
勢

が
無
け
れ
ば
大
臣
で
も
正
禄
・
正
俸
し
か
望
め
な
い
の
で
、
妻
子
を

庇
護
す
る
に
も
不
足
す
る
」
状
態
で
あ
る
と
言
う
。「
地
方
官
は
定

め
ら
れ
た
禄
俸
が
無
く
、
県
令
や
県
監
で
州
・
牧
よ
り
一
〇
倍
も
豊

か
な
者
が
い
る
一
方
、
京
職
の
禄
俸
で
は
生
活
し
て
い
く
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
、
士
大
夫
は
京
職
よ
り
地
方
職
を
重
ん
じ
、
ひ
と
た
び

州
県
に
職
を
得
れ
ば
、
子
孫
数
代
ま
で
の
業
を
な
し
て
後
や
め
よ
う
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と
す
る
た
め
、
瀆
職
の
風
が
日
々
盛
ん
に
な
り
、
生
民
の
困
窮
が

日
々
に
深
ま
る
。
中
国
で
は
、
九
品
職
に
入
ら
な
い
官
吏
で
も
我
が

国
の
大
臣
の
禄
俸
よ
り
多
く
、
地
方
に
赴
任
す
る
時
と
帰
任
す
る
時

に
は
、「
養
廉
」
と
い
う
本
俸
と
同
額
の
手
当
が
出
る
よ
う
に
な
っ

て
い
て
、
そ
の
上
で
一
〇
〇
緡
以
上
の
収
賄
は
贓
律
を
用
い
て
取
り

締
ま
っ
て
い
る
が
、
極
め
て
公
正
な
や
り
方
だ
」
と
述
べ
て
い
る

A
G
B

。

　

玄
川
元
重
挙
の
就
い
て
い
た
「
奉
事
」
は
従
八
品
と
低
い
官
職
で

あ
り
、「
長
興
庫
」
は
筵
な
ど
の
敷
物
・
油
紙
・
紙
物
を
管
掌
す
る

従
六
品
衙
門

A
H
B

で
あ
っ
た
。
朝
鮮
王
朝
前
期
の
『
経
国
大
典
』（
成
宗

一
六
年
、
一
四
八
五
年
頒
布
）
戸
典
、
禄
俸
条
に
よ
れ
ば
、「
従
八

品
」
は
全
一
八
科
中
の
第
一
六
科
で
、
四
孟
朔
（
一
・
四
・
七
・
一

〇
月
）
の
支
給
額
を
合
計
す
る
と
、
一
年
に
中
米
（
特
等
米
に
次
ぐ

一
等
米
）
二
石
・
P
米
（
玄
米
）
一
〇
石
・
田
米
（
粟
）
一
石
・
黄

豆
（
大
豆
）
四
石
・
小
麦
二
石
・
正
布
（
麻
布
、
五
升
布
）
四
疋
・

楮
貨
（
紙
幣
）
二
枚
を
支
給
さ
れ
た

A
I
B

。
米
に
換
算
す
る
と
年
約
一
七

石
六
斗
と
な
る

A
J
B

。
一
石
に
は
平
石
（
一
五
斗
、
小
石
）
と
全
石
（
二

〇
石
、
大
石
）
が
あ
っ
た
が
、『
経
国
大
典
』
の
規
定
で
は
、
禄
俸

は
平
石
で
支
給
さ
れ
た
。

　

そ
れ
が
朝
鮮
王
朝
後
期
の
『
續
大
典
』（
英
祖
二
二
年
、
一
七
四
六

年
）
の
規
定
で
は
、
毎
月
支
給
さ
れ
る
朔
料
と
な
っ
て
い
て
、「
正
・

従
八
品
」
は
全
一
三
科
中
の
第
一
一
科
で
、
毎
月
米
十
二
斗
、
黄
豆

五
斗
を
二
五
日
に
支
給
さ
れ
る
規
定
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
一
年
で
は

米
九
石
九
斗
（
一
四
四
斗
）
黄
豆
四
石
（
六
〇
斗
）
の
支
給
に
な
り
、

米
に
換
算
す
る
と
年
一
一
石
九
斗
（
二
〇
四
斗
）
と
な
る
。
朝
鮮
王

朝
前
期
に
比
べ
後
期
に
は
五
・
九
石
（
約
三
四
％
）
減
少
し
て
い
た
。

な
お
朝
鮮
時
代
の
一
升
枡
の
容
量
は
日
本
の
約
三
分
の
一
で
、
一
石

（
小
石
、
平
石
）
は
日
本
の
約
二
分
の
一
で
あ
っ
た

A
K
B

。

　

こ
こ
で
換
算
率
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
禄
料
の
換
算
率
な

ど
は
史
料
に
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
は
比
較
す
る
上
で
の
便

宜
上
、
収
税
時
の
米
に
換
算
し
て
み
た
。
換
算
率
は
非
常
に
さ
ま
ざ

ま
で
、
収
税
す
る
場
合
と
経
費
と
し
て
支
出
す
る
場
合
で
は
若
干
違

う
し
、
収
税
す
る
場
合
で
も
地
域
に
よ
っ
て
複
雑
に
異
な
っ
て
い
た

A
L
B

。

ま
た
、
朝
鮮
前
期
と
後
期
で
は
物
価
も
変
化
が
あ
る
。
木
、
即
ち
木

綿
は
高
麗
時
代
末
期
に
そ
の
種
が
朝
鮮
に
も
た
ら
さ
れ
栽
培
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
朝
鮮
前
期
に
は
綿
布
：
正
布
（
麻
布
）
＝

一
匹
：
二
匹
で
あ
っ
た
が

A
M
B

、
後
期
に
は
収
税
時
、
同
価
と
さ
れ
て
い

る
A
N
B

。
換
算
が
困
難
な
た
め
か
、
従
来
の
禄
俸
の
研
究
で
は
、
換
算
し

な
い
で
そ
の
ま
ま
の
品
目
別
数
字
を
表
に
し
て
紹
介
し
て
い
る
だ
け

な
の
で
、
時
代
的
変
化
を
見
た
り
他
の
価
格
と
比
較
考
察
す
る
の
に

不
便
で
あ
っ
た
。
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本
稿
で
は
、
特
に
綿
紬
（
明
紬
と
も
言
う
。
略
し
て
紬
）
の
価
格
を

確
定
す
る
の
が
難
し
か
っ
た
。
綿
紬
は
楮
貨
と
違
っ
て
無
視
し
て
良

い
額
で
は
な
か
っ
た
。
朝
鮮
初
期
に
は
綿
紬
（
九
升
布

A
N
B

）
は
正
布

（
五
升
麻
布
）
三
匹
に
当
た
っ
た
と
い
う
記
録
も
あ
る
。
王
室
や
官

府
で
使
う
綿
紬
は
田
税
条
貢
物
と
し
て
上
納
さ
れ
、
尚
衣
院
・
済
用

監
・
廣
興
倉
に
納
入
さ
れ
て
い
た
。『
太
宗
実
録
』
巻
一
三
、
七
年

（
一
四
〇
七
）
一
月
辛
未
条
で
は
、

更
定
百
官
祿
科
。
左
政
丞
河
崙
言
、
各
品
祿
科
不
同
、
請
增
減

詳
定
。
從
之
。
一
科
在
內
大
君
、
政
丞
已
上
、
祿
米
一
百
石
、

紬
布
正
布
共
三
十
二
匹
。
二
科
在
內
諸
君
、
議
政
府
贊
成
事
已

上
、
祿
米
九
十
石
、
紬
布
正
布
共
二
十
七
匹
（
以
下
略
）。

と
、
紬
布
と
正
布
の
数
を
区
別
し
な
い
で
記
し
て
い
る
の
で
、
ほ
と

ん
ど
同
価
値
と
見
な
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

官
職
の
低
い
長
興
庫
奉
事
の
禄
俸
の
み
が
少
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
。
こ
こ
で
全
体
官
員
の
禄
俸
を
見
て
み
る
と
、
一
五
世
紀
『
経
国

大
典
』
の
規
定
は
表
１
、
一
八
世
紀
『
續
大
典
』
の
規
定
は
表
２
の

通
り
で
あ
る
。
最
高
額
の
第
一
科
正
一
品
は
、
朝
鮮
前
期
に
は
米
換

算
九
二
石
支
給
さ
れ
て
い
た
の
が
、
後
期
に
は
米
換
算
三
八
石
六
斗

に
減
少
し
て
い
る
。
実
に
五
三
・
五
石
（
五
八
％
）
の
減
少
で
あ
る
。

上
述
し
た
よ
う
に
従
八
品
は
五
・
九
石
（
約
三
四
％
）
の
減
少
で
あ

っ
た
。
ち
な
み
に
、
最
下
品
の
従
九
品
は
米
換
算
一
一
石
が
一
〇
石

と
な
り
、
一
石
（
九
％
）
減
少
し
て
い
た
。
上
級
官
職
ほ
ど
削
減
割

合
が
大
き
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

支
給
物
は
、
朝
鮮
王
朝
前
期
に
は
「
中
米
、
P
米
、
田
米
、
黄
豆
、

小
麦
、
紬
、
正
布
、
楮
貨
」
と
多
様
だ
っ
た
の
に
比
べ
、
後
期
に
は

「
米
、
太
（
大
豆
）」
の
二
種
類
に
な
っ
て
い
る
。
紬
が
支
給
さ
れ
て

い
た
の
は
、
表
１
で
み
る
よ
う
に
、
正
三
品
以
上
の
堂
上
官
と
六
品

以
上
従
三
品
以
下
の
参
上
官
で
あ
り
、
七
、
八
、
九
品
の
参
下
官
は

支
給
対
象
外
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
時
期
に
、
官
服
に
絹
で
は
な
く

国
産
の
紬
の
使
用
を
奨
励
す
る
意
味
も
あ
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る

A
P
B

。

楮
貨
は
通
用
を
奨
励
す
る
た
め
禄
科
の
一
部
と
し
て
支
給
す
る
よ
う

に
な
っ
た
が
、
一
般
に
は
歓
迎
さ
れ
ず
楮
貨
の
価
値
は
落
ち
て
い
く

一
方
で
、
次
第
に
通
用
し
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
後
に
支
給
さ
れ
な

く
な
っ
た
紬
布
や
楮
貨
、
正
布
な
ど
の
代
替
支
給
は
な
く
、
そ
の
ま

ま
禄
俸
の
減
額
に
な
っ
て
い
た
。

　

ま
た
、『
續
大
典
』
段
階
で
は
、
前
期
の
一
八
科
よ
り
五
科
少
な

い
一
三
科
（
第
五
科
が
二
つ
あ
る
か
ら
実
際
は
一
四
科
）
に
全
体
科
数

が
減
っ
て
お
り
、
そ
の
上
第
二
・
三
科
（
従
一
品
と
正
二
品
）、
第

五
・
六
科
（
正
三
品
堂
下
官
と
従
三
品
）、
第
八
・
九
科
（
正
従
五
品

と
正
従
六
品
）、
第
一
二
・
一
三
科
（
正
従
九
品
）
は
そ
れ
ぞ
れ
同
額
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表１　15世紀の年間禄俸支給額（『経国大典』の規定、四孟朔支給）

中米
（石）

P米
（石）

田米
（石）

黄豆
（石）

小麦
（石）

紬
（匹）

正布
（匹）

楮貨
（張）

1年米
換算額
（石）

第 一 科 正一品 14 48 2 23 10 6 15 10 92
第 二 科 従一品 12 43 2 21 9 5 15 10 83
第 三 科 正二品 12 40 2 18 9 5 14 8 78
第 四 科 従二品 12 38 2 17 8 5 14 8 75

第 五 科
正三品

（堂上官）
11 32 2 15 7 4 13 8 65

第 五 科
正三品

（堂下官）
10 30 2 15 7 4 13 8 62

第 六 科 従三品 10 27 2 14 7 3 13 6 57
第 七 科 正四品 8 25 2 13 6 2 12 6 51
第 八 科 従四品 8 23 2 12 6 2 11 6 48
第 九 科 正五品 6 21 2 11 5 1 11 4 42
第 十 科 従五品 6 20 2 10 5 1 10 4 40
第十一科 正六品 5 18 2 9 4 1 10 4 36
第十二科 従六品 5 17 2 8 4 1 9 4 34
第十三科 正七品 3 15 2 5 3 7 2 26
第十四科 従七品 3 14 2 4 3 6 2 25
第十五科 正八品 2 12 1 4 2 6 2 20
第十六科 従八品 2 10 1 4 2 4 2 17
第十七科 正九品 8 1 3 1 3 1 12
第十八科 従九品 8 1 2 1 2 1 11
〈資料〉『経国大典』戸典、禄科条。
〈注〉・四孟朔に支給されたものを合計した数字である。斗以下は四捨五入。
　　 ・ 換算率は、中米・P米：田米（粟）：黄豆（大豆）・小麦：正布（麻布）：銭＝１石：1.25

石：2石：2.5匹：5両、米１石＝5両、田米１石＝４両、正布1匹=2両、綿紬１匹＝正
布2匹。

　　 　楮貨1張＝米1升、常布1匹＝楮貨20張（『経国大典』戸典、国幣条）。
・楮貨1枚は米1升であるから、最多の正一品に対する支給額10枚は0.07石に過ぎないの
で四捨五入した。
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に
な
っ
て
い
る
の
で
、
実
際
に
は
一
〇
等
級
に
減
っ
て
い
る
。
正
一

品
大
臣
の
禄
俸
額
三
八
石
六
斗
は
、
従
九
品
官
員
一
〇
石
の
四
倍
に

も
な
ら
な
い
低
さ
で
あ
り
、
最
高
額
の
第
一
科
正
一
品
か
ら
最
低
額

の
第
一
三
科
従
九
品
ま
で
、
支
給
額
の
差
が
あ
ま
り
な
く
な
っ
て
い

る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
朝
鮮
王
朝
後
期
に
は
、
文
武
官
僚
の
禄
俸
の
等

級
は
簡
略
化
さ
れ
、
支
給
額
は
大
幅
に
減
っ
た
上
に
、
上
下
官
員
間

の
格
差
が
縮
小
し
、
支
給
基
準
品
目
も
米
と
大
豆
に
簡
略
化
さ
れ
た
。

二　

禄
俸
額
の
時
期
的
変
遷

　

こ
こ
で
は
、
朝
鮮
時
代
禄
俸
額
の
時
期
的
変
遷
を
さ
ら
に
詳
し
く

見
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
そ
れ
に
先
立
つ
高
麗
時
代
の
禄
俸
額
に
つ
い
て
簡
単
に
見

て
お
く

A
Q
B

。『
高
麗
史
』
志
、
食
貨
三
、
禄
俸
条
に
は
、

高
麗
禄
俸
之
制
、
至
文
宗
大
備
。
以
左
倉
歳
入
米
粟
麦
Q
十
三

萬
九
千
七
百
三
十
六
石
十
三
斗
、
随
科
准
給
。
内
而
妃
主
・
宗

室
・
百
官
、
外
而
三
京
・
州
府
郡
県
、
莫
不
有
禄
、
以
養
廉
恥
。

而
以
至
雑
職
・
胥
吏
・
工
匠
凡
有
職
役
者
、
亦
皆
有
常
俸
、
以

代
其
耕
、
謂
之
別
賜
。
西
京
官
録
、
以
西
京
大
倉
歳
輸
西
海
道

税
粮
一
萬
七
千
七
百
二
十
二
石
十
三
斗
、
給
之
。
外
官
禄
半
給

於
左
倉
、
半
給
於
外
邑
。

と
あ
り
、
禄
俸
支
給
を
担
当
し
た
左
倉
（
忠
宣
王
即
位
初
、
一
三
〇

八
年
に
広
興
倉
と
改
称
）
の
歳
入
一
三
万
九
七
三
六
石
を
以
て
、
内

は
諸
妃
・
諸
公
主
、
宗
室
、
官
僚
か
ら
地
方
は
三
京
・
州
府
郡
県
に

地
方
官
ま
で
、
禄
俸
が
支
給
さ
れ
て
い
た
。
地
方
官
の
禄
俸
は
、
半

表２　18・19 世紀の俸禄支給額（『續大典』の規定、毎朔支給）

米／月 黄豆／月
1年米換
算額

第 一 科 正一品 ２石８斗 １石５斗 38石６斗
第 二 科 従一品 ２石２斗 １石５斗 33石９斗
第 三 科 正二品 ２石２斗 １石５斗 33石９斗
第 四 科 従二品 １石11斗 １石５斗 28石12斗
第 五 科 正三品（堂上官） １石９斗 １石５斗 27石３斗
第 五 科 正三品（堂下官） １石５斗 １石２斗 22石12斗
第 六 科 従三品 １石５斗 １石２斗 22石12斗
第 七 科 正・従四品 １石２斗 13斗 18石12斗
第 八 科 正・従五品 １石１斗 10斗 16石12斗
第 九 科 正・従六品 １石１斗 10斗 16石12斗
第 十 科 正・従七品 13斗 ６斗 12石12斗
第十一科 正・従八品 12斗 ５斗 11石９斗
第十二科 正九品 10斗 ５斗 10石
第十三科 従九品 10斗 ５斗 10石
〈資料〉『大典会通』巻之二、戸典、禄料条
　　　　『万機要覧』財用編二、料禄条（純祖８年、1808年）
〈注〉換算率は、米：黄豆（大豆）＝ 1石：2石、1石＝15斗
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ば
は
京
左
倉
か
ら
半
ば
は
地
方
で
支
給
さ
れ
て
い
た
。
胥
吏
・
工
匠

な
ど
の
職
役
負
担
者
に
は
、「
別
賜
」
の
名
で
俸
給
が
支
給
さ
れ
て

い
た
。

　

今
文
宗
三
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
禄
科
の
内
、
文
武
班
録
だ
け
を
見

る
と
、
四
七
等
級
に
細
か
く
分
け
ら
れ
て
お
り
、
最
高
額
は
四
〇
〇

石
（
中
書
・
尚
書
令
、
門
下
侍
中
）
で
、
以
下
三
六
六
石
一
〇
斗
（
中

書
・
門
下
侍
郎
）、
三
五
三
石
五
斗
（
諸
殿
大
学
士
、
参
知
政
事
、
中
枢

院
使
、
同
知
院
事
）、
三
三
三
石
五
斗
（
左
・
右
僕
射
）、
三
〇
〇
石

（
六
部
尚
書
、
左
右
常
侍
、
御
史
太
夫
、
中
枢
院
副
使
、
簽
書
院
事
、
翰

林
学
士
承
旨
、
三
司
使
、
中
枢
院
直
学
士
、
判
閣
門
事
、
上
将
軍
）
と
続

き
、
最
低
額
は
一
〇
石
（
国
学
学
正
・
学
録
、
都
染
・
雑
織
・
良
R
・

司
儀
・
典
使
・
守
宮
・
都
校
・
掌
牲
丞
、
太
史
司
辰
・
司
暦
・
監
候
、
尚

薬
医
佐
、
尚
食
食
医
、
尚
乗
司
庫
・
司
廩
、
秘
書
正
字
、
律
学
助
教
、
司

天
・
卜
正
博
士
、
書
算
博
士
、
呪
噤
博
士
、
諸
王
府
録
事
、
大
医
助
教
・

医
正
）
で
あ
り
、
一
〇
石
の
対
象
者
は
ほ
と
ん
ど
技
術
官
で
あ
っ
た
。

　

仁
宗
朝
（
一
一
二
二
〜
一
一
四
六
）
に
更
定
さ
れ
た
禄
制
で
も
、

最
高
額
の
四
〇
〇
石
（
門
下
侍
中
、
中
書
令
）
と
最
低
額
一
〇
石
（
秘

書
正
字
、
明
経
学
諭
、
国
子
学
諭
・
学
正
、
書
・
算
学
博
士
、
大
医
医
正
、

太
史
司
暦
・
監
候
・
司
辰
、
司
天
卜
正
、
呪
噤
博
士
、
諸
王
府
録
事
、
尚

食
食
医
、
尚
薬
医
佐
、
律
学
・
大
医
助
教
、
司
儀
・
典
獄
・
都
校
・
掌

牲
・
都
染
・
守
宮
・
良
R
・
雑
織
丞
）
は
同
じ
で
あ
る
が
、
全
体
の
等

級
が
二
八
等
級
に
減
っ
て
い
る

A
R
B

。

　

最
低
額
の
一
〇
石
は
朝
鮮
時
代
の
正
・
従
九
品
官
の
禄
俸
額
と
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
る
。
朝
鮮
時
代
に
な
っ
て
も
、
高
官
層
は
大
幅
削
減
さ

れ
た
が
、
最
下
位
の
九
品
層
は
ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
。
い
つ
の
時

期
も
官
員
と
し
て
、
そ
れ
以
下
に
は
で
き
な
か
っ
た
最
低
ラ
イ
ン
と

考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

最
高
額
の
四
〇
〇
石
は
朝
鮮
時
代
初
期
の
約
四
倍
に
上
り
、
他
に

正
一
品
官
は
田
柴
科
に
よ
り
田
地
一
〇
〇
結
、
柴
地
五
〇
結
を
支
給

さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
一
八
・
一
九
世
紀
の
朝
鮮
時
代
官
僚
に
至
っ

て
は
、
最
高
の
正
一
品
官
が
土
地
支
給
も
な
く
、
毎
月
米
換
算
三
石

三
斗
、
一
年
に
三
八
石
六
斗
し
か
支
給
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
な
ぜ

一
八
・
一
九
世
紀
の
朝
鮮
時
代
に
は
こ
れ
ほ
ど
わ
ず
か
し
か
支
給
さ

れ
な
か
っ
た
の
か
、
逆
に
な
ぜ
一
一
世
紀
の
高
麗
時
代
に
は
多
く
支

給
さ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
原
因
に
対
す
る
比
較
考
察
は
な
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。

　

朝
鮮
時
代
に
入
り
、
史
料
で
確
認
で
き
る
最
も
早
い
禄
俸
額
規
定

記
録
は
、『
太
宗
実
録
』
巻
一
三
、
七
年
（
一
四
〇
七
）
一
月
辛
未

条
の
も
の
で
あ
り
、
表
３
の
通
り
で
あ
る
。

　

こ
の
時
、
左
政
丞
の
河
崙
が
「
各
品
祿
科
不
同
、
請
增
減
詳
定
」
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と
請
う
た
結
果
、
改
定
さ
れ
た
と
い
う
か
ら

A
S
B

、

そ
れ
ま
で
は
同
一
品
で
同
一
の
禄
科
に
な
っ

て
い
な
く
、
高
麗
時
代
の
よ
う
に
も
っ
と
複

雑
だ
っ
た
も
の
が
、
ほ
ぼ
各
品
ご
と
同
一
額

の
一
八
科
に
整
理
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
世
宗
二
〇
年
（
一
四
三
八
）
二
月

に
議
政
府
が
、
初
・
二
番
の
年
二
回
頒
禄
か

ら
四
孟
朔
頒
禄
に
変
え
る
よ
う
啓
し
て
、
翌

世
宗
二
一
年
か
ら
四
孟
朔
頒
禄
制
が
実
施
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
記
述

の
中
で
、「
我
國
因
高
麗
舊
制
、
初
番
正
月
、

二
番
七
月
、
欲
令
兩
都
目
除
職
者
竝
皆
受

祿
」
と
あ
り
、
朝
鮮
朝
の
頒
禄
制
は
高
麗
の

旧
制
を
踏
襲
し
、
初
番
一
月
と
二
番
七
月
の

年
二
回
、
両
都
目
に
合
わ
せ
て
行
っ
て
い
た

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
太
宗
九
年
（
一
四

〇
九
）
に
上
言
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
二

番
制
を
四
孟
朔
頒
禄
に
変
え
る
こ
と
に
い
っ

た
ん
決
ま
っ
た
が
、
そ
の
後
も
四
孟
朔
頒
禄

表３　太宗７年（1407）更定年間禄俸額

禄科 品階
米

（石）
紬・正布
（匹）

一 年 米
換算合計
（石）

第 一 科 在內大君、政丞已上 100 紬・正布32 113
第 二 科 在內諸君、議政府贊成事已上 90 紬・正布27 101
第 三 科 異姓諸君、開城留後已上 85 紬・正布26 95
第 四 科 異姓諸君、開城留後司副留後已上 80 紬・正布26 90
第 五 科 異姓諸君、正三品成均大司成已上 70 紬・正布23 79
第 五 科 判典醫監事已上 68 紬・正布23 77
第 六 科 従三品 65 紬・正布21 73
第 七 科 正四品 60 紬・正布20 68
第 八 科 従四品 55 紬・正布19 63
第 九 科 正五品 49 紬・正布18 56
第 十 科 従五品 47 紬・正布17 54
第十一科 正六品 42 紬・正布16 48
第十二科 従六品 40 紬・正布15 46
第十三科 正七品 30 正布10 34
第十四科 従七品 28 正布9 32
第十五科 正八品 23 正布7 26
第十六科 従八品 21 正布6 23
第十七科 正九品 16 正布5 18
第十八科 従九品 14 正布4 16
権 務 9 正布3 10
〈史料〉『太宗実録』巻一三、太宗７年１月辛未条。
〈注〉 換算率は、米：紬布・正布＝１石：2.5匹（１石=５両、１匹＝２両）とし、斗

以下は四捨五入した。紬布と正布の内訳が不明なので、紬布１匹＝正布１匹と
した。
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は
施
行
さ
れ
ず
に
来
て
い
た
の
だ
と
い
う

A
T
B

。
そ
の
時
の
上
言
の
中
で
、

「
頒
祿
之
法
、
因
循
前
朝
、
分
爲
二
番
」
と
あ
っ
て
、
頒
禄
の
法
は

前
朝
の
高
麗
の
制
度
に
従
っ
て
二
番
制
と
な
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い

る
。

　

な
お
、
二
番
制
か
ら
四
孟
朔
制
に
変
更
さ
れ
た
理
由
は
、
太
宗
九

年
の
議
論
で
は
、
年
二
回
で
は
間
が
長
い
た
め
、
そ
の
中
間
に
任
官

し
た
場
合
、
次
の
頒
禄
時
期
ま
で
受
禄
で
き
ず
、
禄
の
受
給
が
不
均

等
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
世
宗
二
〇
年
の
議
論
で
は
、
初
番

の
正
月
に
は
広
興
倉
に
蓄
え
が
な
い
の
で
、
忠
清
道
か
ら
の
税
穀
を

歳
前
に
納
め
さ
せ
た
も
の
を
当
て
て
い
た
が
、
あ
ま
り
に
納
め
る
期

限
が
早
く
て
、
稔
り
の
損
實
を
踏
驗
し
て
税
額
を
決
め
る
前
に
納
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
、
忠
清
道
に
と
っ
て
大
き
な
弊
害
に
な
っ

て
い
た
た
め
と
い
う
。

　

次
に
、
朝
鮮
時
代
の
禄
俸
支
給
額
の
時
期
的
変
化
を
ま
と
め
て
み

る
と
、
表
４
の
通
り
で
あ
る
。

　
『
万
機
要
覧
』
や
『
増
補
文
献
備
考
』
で
は
、
朝
鮮
時
代
の
禄
制

は
世
宗
二
一
年
に
初
め
て
定
め
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
即
ち
、『
増

補
文
献
備
考
』
巻
二
三
七
、
職
官
考
、
禄
俸
条
に
は
、「
本
朝
世
宗

二
十
一
年
、
定
百
官
科
禄
、
分
四
孟
朔
頒
賜
、
第
一
科
正
一
品
、
春

中
米
四
石
、
P
米
十
二
石
（
大
君
加
三
石
）、
田
米
一
石
、
黄
豆
十
二

石
、
紬
二
疋
、
正
布
四
疋
、
楮
貨
十
張
、
夏
（
以
下
略
）」
と
あ
り
、

以
下
『
経
国
大
典
』
と
全
く
同
じ
禄
科
規
定
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、『
世
宗
実
録
』
巻
八
二
、
二
〇
年
七
月
癸
卯
条
に
は
、

第
一
科
正
一
品
、
前
此
初
番
中
米
全
六
石
、
P
米
全
四
十
一
石
、

田
米
全
一
石
、
豆
平
二
十
三
石
、
紬
六
匹
、
正
布
十
五
匹
、
錢

九
百
文
、
二
番
中
米
全
八
石
、
P
米
全
七
石
、
田
米
全
一
石
、

麥
全
十
石
。 

今
改
春
等
中
米
四
石
、
P
米
十
石
、
田
米
一
石
、

豆
十
二
石
、
紬
二
匹
、
正
布
四
匹
、
錢
九
百
文
、
夏
等
中
米
四

石
、
P
米
十
六
石
、
田
米
一
石
、
紬
二
匹
、
正
布
四
匹
、
秋
等

中
米
三
石
、
P
米
十
一
石
、
麥
十
石
、
紬
一
匹
、
正
布
四
匹
、

冬
等
中
米
三
石
、
P
米
十
一
石
、
豆
十
一
石
、
紬
一
匹
、
正
布

三
匹
（
以
下
略
）。

と
あ
り
、
世
宗
二
一
年
以
前
に
、
太
宗
七
年
の
禄
俸
額
よ
り
減
額
さ

れ
た
内
容
の
年
二
番
頒
禄
制
が
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
四
孟
朔
頒
禄
の
内
容
は
、
例
え
ば
正
一
品
で
み
る
と
、
春

等
に
楮
貨
一
〇
張
で
は
な
く
銭
九
〇
〇
文
が
支
給
さ
れ
て
い
た
な
ど
、

『
経
国
大
典
』
の
規
定
と
若
干
違
い
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
除
け
ば

『
経
国
大
典
』
の
規
定
と
年
支
給
額
は
同
じ
で
は
あ
る
。
な
お
こ
の

時
に
、
米
麦
は
全
石
（
一
石
は
二
十
斗
）
で
支
給
さ
れ
て
い
た
の
が

平
石
（
一
石
は
十
五
斗
）
で
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
実
質
減
額
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さ
れ
て
い
た

A
U
B

。

　

朝
鮮
王
朝
末
期
ま
で
も
、『
経
国
大
典
』
の
禄
俸
制
は
世
宗
二
一

年
に
始
ま
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。『
万
機
要
覧
』
財
用
編
二
、
料

禄
条
に
は
、

世
宗
己
未
、
始
定
百
官
料
禄
、
分
四
孟
朔
頒
下
矣
。
壬
辰
乱
後
、

減
禄
制
、
粛
宗
辛
巳
、
以
年
事
荐
飢
、
随
品
裁
減
、
分
作
毎
朔

奴
馬
散
料
。
景
宗
辛
丑
、
更
為
裁
定
、
至
今
遵
行
。

と
、
簡
略
に
禄
制
の
変
遷
を
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
世
宗
二
一

年
己
未
の
始
定
か
ら
粛
宗
二
七
年
辛
巳
、
景
宗
一
年
辛
丑
の
改
定
を

取
り
上
げ
て
お
り
、
壬
辰
倭
乱
（
文
禄
・
慶
長
の
役
）
後
の
仁
祖
二

五
年
、
顕
宗
一
一
年
の
改
定
に
つ
い
て
は
省
略
し
て
い
る
。
世
宗
二

一
年
の
四
孟
朔
支
給
へ
の
改
定
、
粛
宗
二
七
年
の
毎
朔
支
給
へ
の
改

定
を
重
視
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

表
４
で
そ
の
後
の
変
化
を
見
る
と
、
禄
俸
支
給
額
は
、
壬
辰
倭
乱

（
宣
祖
二
五
年
、
一
五
九
二
〜
宣
祖
三
一
年
、
一
五
九
八
）
と
丙
子
胡
乱

（
仁
祖
一
四
年
、
一
六
三
六
、
清
の
侵
略
）
と
い
う
未
曾
有
の
国
難
を

経
て
し
ば
ら
く
後
で
あ
る
仁
祖
二
五
年
（
一
六
四
七
）
に
は
、
そ
れ

以
前
よ
り
四
割
近
く
減
額
さ
れ
て
い
た
が
、
ま
も
な
く
顕
宗
一
一
年

（
一
六
七
〇
）
に
は
仁
祖
代
よ
り
一
割
近
く
回
復
し
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
そ
の
後
、
粛
宗
代
（
一
六
七
五
〜
一
七
二
〇
）
に
何
度
も
大
き

な
飢
饉
に
見
舞
わ
れ
、
大
き
く
減
額
さ
れ
て
、
そ
れ
以
降
朝
鮮
王
朝

末
ま
で
回
復
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

従
二
品
か
ら
従
五
品
の
中
堅
職
で
み
た
場
合
、
朝
鮮
王
朝
末
期
の

禄
俸
は
太
宗
代
の
三
分
の
一
以
下
、
世
宗
代
の
二
分
の
一
以
下
で
あ

る
。
全
等
級
的
に
平
均
し
て
、
前
期
『
経
国
大
典
』
規
定
に
比
べ
、

後
期
『
續
大
典
』
規
定
は
二
分
の
一
以
下
に
減
額
さ
れ
て
い
る
。

　
『
増
補
文
献
備
考
』
巻
二
三
七
、
職
官
考
、
禄
俸
条
に
は
、
粛
宗

代
に
、
度
重
な
る
飢
饉
の
た
め
に
、
禄
俸
が
削
減
さ
れ
朔
料
と
な
っ

た
状
況
が
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

粛
宗
十
七
年
、
以
三
南
告
饑
、
減
百
官
禄
俸
米
一
石
、
代
給
田

米
、
十
九
年
復
旧
、
二
十
三
年
減
百
官
六
品
以
上
禄
俸
米
一
石
、

二
十
五
年
頒
百
官
六
品
以
上
銭
二
百
文
、
代
禄
米
一
石
之
減
。

二
十
七
年
連
値
凶
歉
、
財
力
匱
乏
、
以
百
官
四
科
禄
俸
、
分
作

毎
朔
奴
馬
散
料
、
大
君
・
公
主
米
三
石
三
斗
・
黄
豆
一
石
五
斗
、

正
一
品
米
二
石
十
二
斗
・
黄
豆
十
二
斗
、
従
一
品
・
正
二
品
米

二
石
六
斗
・
黄
豆
十
二
斗
、
従
二
品
・
正
三
品
米
二
石
・
黄
豆

十
二
斗
、
堂
下
正
三
品
・
従
三
品
・
四
品
米
一
石
九
斗
・
黄
豆

九
斗
、
五
品
・
六
品
米
一
石
三
斗
・
黄
豆
六
斗
、
七
品
米
一

石
・
黄
豆
六
斗
、
八
品
米
十
二
斗
・
黄
豆
三
斗
（『
補
』
作
五

斗
）、
九
品
米
十
斗
・
黄
豆
五
斗
。
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表４　年間禄俸額の変遷 （一年米換算額、単位は石）

改定年
太宗７年
（1407）～

世宗21年
（1439）～

（『経国大典』の規定）

仁祖25年
（1647）～

顕宗11年
（1670）～

粛宗27年
（1701）～

景宗１年
（1721）～甲午改革
（『續大典』の規定）

頒禄時期
年2回

（初番・二番）
年４回
（四孟朔）

年４回
（四孟朔）

年４回
（四孟朔）

毎月
（毎朔）

毎月
（毎朔）

頒禄品
米・紬・正
布

米･田米･黄豆
･小麦･紬･正
布･楮貨

米･田米･
黄豆

米･黄豆･
紬･正布

米･黄豆 米･黄豆

等級 18科+権務 18科 13等級 12等級 ８等級 10等級
正一品 113（100） 92（80） 58 65（56） 38 38
従一品 101（ 90） 83（72） 52 52（48） 34 34
正二品 95（ 85） 78（67） 48 48（44） 34 34
従二品 90（ 80） 75（64） 44 44（40） 29 29
正三品
（堂上官）

79（ 70） 65（56） 40 40（36） 29 27

正三品
（堂下官）

77（ 68） 62（53） 38 40（36） 23 23

従三品 73（ 65） 57（49） 33 36（32） 23 23
正四品 68（ 60） 51（44） 29 32（28） 23 19
従四品 63（ 55） 48（42） 29 32（28） 23 19
正五品 56（ 49） 42（37） 27 30（26） 17 17
従五品 54（ 47） 40（35） 27 30（26） 17 17
正六品 48（ 42） 36（31） 23 26（22） 17 17
従六品 46（ 40） 34（30） 23 26（22） 17 17
正七品 34（ 30） 26（24） 19 22（18） 14 13
従七品 32（ 28） 25（22） 19 22（18） 14 13
正八品 26（ 23） 20（18） 17 20（16） 12 12
従八品 23（ 21） 17（16） 17 20（16） 12 12
正九品 18（ 16） 12（11） 10 16（12） 10 10
従九品 16（ 14） 11（10） 10 16（12） 10 10
権務 10（  9）

〈史料〉 『増補文献備考』巻237　職官考　禄俸条、『大典会通』巻之二　戸典　禄料条、『万機要覧』
財用編二、『朝鮮王朝実録』など。

〈注〉・換算率は、中米・P米：田米（粟）：黄豆（大豆）・小麦：紬：正布（麻布）：銭＝１石：1.25石：
２石：1.25匹：2.5匹：５両、楮貨１張＝米１升

　　　　　　　米１石＝５両、田米１石＝４両、正布１匹=２両、綿紬１匹＝正布２匹（太宗７年は
紬１匹＝正布１匹）

　　　・表中の（ ）内数字は、米豆など穀類のみの支給額。
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そ
の
後
の
按
文
に
「
臣
謹
按
、
此
十
三
科
（
※
景
宗
元
年
改
定
禄

科
）
百
官
散
料
、
即
載
於
続
典
、
而
至
今
遵
行
者
也
。
間
因
凶
歉
、

而
乍
減
旋
復
者
、不
為
詳
録
」（
原
文
中
の
※
は
筆
者
注
。
以
下
同
様
）

と
あ
り
、
そ
の
後
も
、
詳
細
な
記
録
は
省
か
れ
て
い
る
が
、
凶
作
に

よ
っ
て
減
ぜ
ら
れ
た
り
復
旧
さ
れ
た
り
し
た
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
禄
俸
額
が
削
減
さ
れ
て
い
っ
た
原
因
は
、
直
接
的
に

は
、
冗
官

A
V
B

や
、
戦
乱
・
飢
饉
な
ど
に
よ
る
田
税
収
入
の
減
少
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
生
産
力
も
向
上
し
比
較
的
平
和
で
あ
っ
た
朝
鮮
王
朝

後
期
に
も
、
禄
俸
額
が
回
復
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、

と
い
う
疑
問
が
残
る
。
凶
作
で
あ
っ
て
も
中
宗
代
や
孝
宗
代
に
は
禄

俸
は
削
減
さ
れ
な
か
っ
た

A
W
B

。
禄
俸
額
が
回
復
し
な
か
っ
た
の
は
、
単

に
飢
饉
の
せ
い
だ
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
、
制
度
的
な
原
因
が
あ
っ

た
と
考
え
る
。

　

次
に
、
朝
鮮
時
代
の
禄
俸
支
給
総
額
を
見
て
み
る
と
、
定
宗
二
年

（
一
四
〇
〇
）
に
、
門
下
府
が
冗
官
を
淘
汰
す
る
こ
と
を
請
う
た
上

疏
の
中
で
、
京
官
の
祿
は
約
十
万
石
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
時
の
官

員
数
は
、
東
班
（
文
班
）
が
五
二
〇
余
員
、
西
班
（
武
班
）
が
四
千

百
七
十
余
人
で
あ
っ
た
と
い
う

A
X
B

。
こ
れ
は
高
麗
時
代
と
比
べ
て
多
く
、

こ
の
よ
う
に
冗
官
に
な
り
始
め
た
の
は
、
高
麗
末
に
反
元
改
革
を
推

し
進
め
た
恭
愍
王
（
一
三
五
二
〜
一
三
七
四
）
の
時
代
か
ら
で
、
朝

鮮
太
祖
建
国
以
後
も
、
建
国
に
功
労
の
あ
っ
た
者
を
待
遇
す
る
た
め

に
冗
官
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
来
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、
太
宗
三
年
（
一
四
〇
三
）
に
、
司
諫
院
が
時
務
策
を
述
べ

る
中
で
、
禄
俸
の
田
が
荒
れ
た
の
を
補
う
た
め
軍
資
を
禄
俸
に
ま
わ

す
の
で
、
一
年
の
禄
俸
額
が
一
二
万
余
石
に
の
ぼ
っ
て
い
る
一
方
、

軍
資
は
三
年
間
で
二
万
石
に
満
た
な
い
状
態
で
あ
る
か
ら
、
冗
官
を

減
ら
し
、
軍
資
を
禄
俸
に
廻
す
事
の
な
い
よ
う
に
と
述
べ
て
い
る

A
Y
B

。

こ
れ
ら
か
ら
朝
鮮
時
代
初
期
の
禄
俸
総
額
は
一
〇
〜
一
二
万
石
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

朝
鮮
中
期
の
肅
宗
二
年
（
一
六
七
六
）
の
記
録
で
は
、「（
※
戸
曹

判
書
呉
）
挺
緯
對
曰
、
計
百
官
頒
祿
之
米
、
三
萬
五
千
五
百
七
十
六

石
矣
」
と
、
百
官
に
支
給
す
る
禄
米
が
三
万
五
五
七
六
石
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る

A
Z
B

。

　

朝
鮮
後
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
度
支
志
』（
正
祖
二
〇
年
、
一
七
九

六
）
外
篇
巻
一
二
、
会
計
司
、
倉
庫
部
条
に
よ
れ
ば
、
戸
曹
管
理
下

の
京
各
倉
、
即
ち
広
興
倉
、
軍
資
監
、
別
営
、
別
庫
、
豊
儲
倉
、
養

賢
庫
、
典
牲
署
、
司
僕
寺
の
各
倉
一
年
の
支
出
（
応
下
）
は
合
計
米

一
三
万
六
三
一
六
石
（
米
一
一
万
〇
一
四
三
石
、
田
米
四
八
〇
〇
石
、

大
豆
四
万
二
七
四
六
石
を
米
に
換
算
し
合
計
）
で
あ
り
、
そ
の
内
、
禄

料
が
米
約
一
〇
万
八
一
六
四
石
を
占
め
た
。
そ
の
禄
料
の
内
訳
は
、



7071

広
興
倉
（
百
官
実
職
・
軍
職
一
年
頒
禄
）
が
二
万
四
六
〇
〇
石
、
軍
資

監
（
雑
職
一
年
散
料
、
各
衙
門
将
校
・
員
役
一
年
料
）
が
三
万
二
四
〇

〇
石
、
別
営
（
訓
局
将
官
・
軍
兵
一
年
放
料
、
馬
料
、
訓
局
兼
司
僕
加

料
）
が
四
万
六
一
三
一
石
、
豊
儲
倉
（
内
官
一
年
頒
禄
、
年
例
賜
米
・

太
（
大
豆
））
が
五
〇
三
三
石
で
あ
っ
た

A
[
B

。
広
興
倉
か
ら
支
給
さ
れ

る
文
武
百
官
の
禄
俸
総
額
は
二
万
四
六
〇
〇
石
に
し
か
な
ら
な
か
っ

た
。

　

そ
の
一
二
年
後
の
『
万
機
要
覧
』
財
用
編
二
、
料
禄
条
（
純
祖
八

年
、
一
八
〇
八
年
）
に
よ
れ
ば
、
一
年
の
支
給
額
が
、
百
官
料
米
一

万
八
二
〇
四
石
・
太
（
大
豆
）
一
万
〇
八
七
二
石
（
米
換
算
二
万
三

六
四
〇
石
）、
内
官
（
宦
官
）
料
米
四
〇
九
二
石
・
太
一
七
七
六
石

（
米
換
算
四
九
八
〇
石
）、
各
項
散
料
（
将
校
・
吏
胥
・
工
匠
・
雜
職
な

ど
）
米
一
万
九
二
七
二
石
・
田
米
一
五
七
五
石
・
太
六
三
六
四
石

（
米
換
算
二
万
三
七
一
四
石
）、
都
合
米
四
万
一
五
六
八
石
・
田
米
一

五
七
五
石
・
太
一
万
九
〇
一
二
石
（
米
換
算
五
万
二
三
三
四
石
）
と

な
っ
て
い
て
、
官
僚
の
禄
俸
総
額
は
米
換
算
で
二
万
三
六
四
〇
石
と
、

『
度
支
志
』
の
記
録
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
額
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
百
官
の
禄
俸
総
額
の
面
か
ら
見
て
も
、
朝
鮮
前

期
に
は
約
一
〇
〜
一
二
万
石
で
あ
っ
た
の
が
、
朝
鮮
中
期
に
は
約
三

万
六
〇
〇
〇
石
、
朝
鮮
後
期
に
は
約
二
万
四
〇
〇
〇
石
と
変
化
し
、

朝
鮮
後
期
は
前
期
の
約
四
分
の
一
に
激
減
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

朝
鮮
後
期
は
百
官
料
に
内
官
料
と
各
項
散
料
を
合
わ
せ
た
合
計
で
も

五
万
二
三
三
四
石
と
、
朝
鮮
初
期
の
百
官
料
の
半
額
で
あ
る
。

　

な
ぜ
禄
俸
が
、
高
麗
時
代
と
比
べ
て
も
少
な
い
上
に
、
さ
ら
に
削

減
さ
れ
続
け
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
そ
れ
を
朝
鮮

時
代
の
国
家
財
政
体
制
を
考
察
す
る
中
で
考
え
て
み
た
い
。

三　

禄
俸
制
の
背
景
と
し
て
の
朝
鮮
王
朝
財
政
体
制

　

朝
鮮
王
朝
の
禄
俸
が
こ
の
よ
う
に
低
か
っ
た
の
は
、
直
接
的
に
は

そ
の
時
々
の
財
政
難
の
た
め
で
あ
る
が
、
根
本
的
に
は
、
国
初
の
財

政
難
の
中
で
形
成
さ
れ
た
財
政
体
制
に
起
因
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　

朝
鮮
王
朝
の
国
家
財
政
は
、
田
税
、
身
役
、
貢
納
・
徭
役
の
収
取

体
制
、
即
ち
、
租
庸
調
の
収
取
体
制
を
取
っ
て
い
た

A
\
B

。
収
取
の
主
要

な
も
の
は
田
税
と
貢
納
物
で
あ
る
が
、
田
税
は
戸
曹
に
収
納
さ
れ
、

主
に
百
官
、
三
軍
（
全
軍
）
の
禄
料
と
し
て
支
出
さ
れ
た

A
]
B

。
ま
た
、

貢
納
物
は
王
室
と
中
央
政
府
の
経
費
に
充
て
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
禄

料
以
外
の
殆
ど
あ
ら
ゆ
る
物
資
に
及
ん
だ

A
^
B

。
即
ち
、
王
室
の
日
々
の

食
料
品
、
布
物
、
紙
物
、
日
用
品
、
薪
炭
、
薬
材
を
始
め
と
し
て
、

祭
享
・
宮
中
儀
礼
に
必
要
な
物
品
、
中
国
に
対
す
る
紙
・
綿
紬
・
苧

布
・
皮
物
・
席
子
等
の
歳
幣
・
方
物
物
資
や
日
本
に
対
す
る
人
蔘
・
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織
物
な
ど
、
事
大
交
隣
外
交
に
要
す
る
物
資
、
及
び
中
央
各
司
の
紙

筆
墨
等
事
務
用
品
、
軍
器
、
進
上
・
供
上
用
衣
類
、
日
用
器
具
な
ど

の
、
原
材
料
・
半
製
品
・
完
成
品
、
建
築
・
修
理
用
資
材
、
生
・
穀

草
、
薪
炭
な
ど
で
あ
る
。
朝
鮮
王
朝
後
期
に
は
、
貢
納
物
は
大
同
税

と
し
て
田
税
化
さ
れ
て
中
央
の
宣
恵
庁
に
納
め
ら
れ
、
宣
恵
庁
か
ら

貢
人
に
貢
価
を
支
給
し
納
入
さ
せ
る
貢
納
請
負
制
と
し
て
制
度
化
さ

れ
た
。

　

そ
れ
以
外
の
必
要
な
軍
事
力
及
び
労
働
力
は
、
朝
鮮
前
期
に
は
身

役
（
十
六
歳
以
上
六
〇
歳
ま
で
の
良
民
丁
男
の
軍
役
・
職
役
、
公
奴
婢
の

選
上
役
）
及
び
戸
役
の
徭
役
と
し
て
直
接
徴
発
・
使
役
さ
れ
て
い
た
。

身
役
は
一
五
・
一
六
世
紀
に
は
代
役
布
納
化
が
進
行
し
、
一
八
世
紀

に
は
均
役
法
に
よ
り
半
ば
は
田
税
（
結
作
）
や
魚
塩
船
税
に
転
化
さ

れ
て
均
役
庁
に
納
め
ら
れ
、
均
役
庁
か
ら
各
衙
門
に
身
役
の
代
価
と

し
て
給
代
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

A
_
B

。

　

こ
の
よ
う
に
朝
鮮
王
朝
後
期
に
は
収
取
形
態
は
田
税
化
、
お
よ
び

布
納
・
銭
納
へ
の
一
元
化
が
進
ん
だ
が
、
租
庸
調
の
枠
組
み
、
即
ち
、

田
税
、
身
役
、
貢
納
・
徭
役
の
枠
組
み
が
取
り
払
わ
れ
一
元
化
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
元
来
の
田
税
（
一
結
当
た
り
四
斗
）、
大
同

税
（
一
結
当
た
り
十
二
斗
）、
軍
布
（
丁
男
一
人
当
た
り
布
一
匹
）、
結

作
（
一
結
当
た
り
二
斗
）
な
ど
が
区
別
さ
れ
た
ま
ま
別
官
衙
に
よ
っ

て
徴
収
さ
れ
た
し
、
歳
出
面
に
お
い
て
も
旧
租
庸
調
の
名
目
を
崩
さ

ず
、
大
枠
に
お
い
て
旧
来
の
使
用
先
に
米
布
銭
で
換
算
さ
れ
た
代
価

が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
支
出
さ
れ
独
立
採
算
的
と
も
言
え
る
体
制
を

採
っ
た
た
め
、
逆
に
財
務
機
関
は
多
元
化
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
租
庸
調
の
財
政
制
度
は
、
財
政
の
窮
乏
し
た
状
況
に

適
合
す
る
、
安
上
が
り
で
す
む
制
度
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
租
庸
調

の
経
済
体
制
は
、
自
ら
の
生
活
費
は
自
ら
調
達
さ
せ
る
「
自
給
自

足
」
の
、「
屯
田
制
的
」
な
経
済
体
制
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
唐

の
租
庸
調
制
は
理
念
的
に
は
均
田
法
に
よ
る
給
田
に
対
す
る
義
務
と

し
て
丁
男
に
課
せ
ら
れ
た
負
担
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
、
唐
の
府
兵
制

は
均
田
農
民
を
府
兵
と
し
て
一
ヶ
月
交
替
の
禁
軍
や
三
年
勤
務
の
防

人
の
任
に
つ
か
せ
、
そ
の
間
は
武
器
・
衣
食
は
自
弁
で
あ
る
が
、
租

庸
調
を
免
除
し
た
。
均
田
法
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
「
口
分
田
」
は
、

あ
た
か
も
「
屯
田
」
に
似
て
、
全
国
土
で
農
民
に
「
屯
田
」
を
支
給

し
耕
作
さ
せ
、
徴
税
、
軍
役
に
当
て
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

朝
鮮
王
朝
の
場
合
、
農
民
に
対
す
る
給
田
即
ち
均
田
制
は
無
か
っ

た
と
言
う
点
で
、
厳
密
に
言
え
ば
唐
の
租
庸
調
制
や
府
兵
制
と
は
異

な
る
と
言
え
る

A
`
B

。
た
だ
朝
鮮
王
朝
の
場
合
、
民
は
元
々
私
有
地
を
有

し
て
い
て
国
家
か
ら
の
給
田
は
無
か
っ
た
が
、
実
際
に
立
役
す
る

京
・
外
軍
士
に
は
一
〜
三
保
（
一
保
は
二
丁
）
の
保
人
（
実
際
に
は
保
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人
が
納
入
す
る
保
布
）
を
給
し
た
し
、
番
上
日
数
が
規
定
に
満
ち
れ

ば
去
官
し
、
官
職
に
就
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が

A
a
B

、
若
干
の

反
対
給
付
と
い
え
る
。
唐
制
と
は
違
い
、
民
へ
の
土
地
支
給
が
な
か

っ
た
こ
と
、
均
田
制
が
無
か
っ
た
こ
と
を
以
て
、
府
兵
制
（
兵
農
一

致
の
義
務
兵
制
）
を
理
念
と
し
て
受
け
入
れ
た
こ
と
ま
で
否
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

　

朝
鮮
王
朝
の
租
庸
調
制
の
唐
制
と
は
異
な
る
大
き
な
特
徴
は
、
身

役
を
課
税
対
象
と
し
た
「
庸
」
が
、
軍
制
を
支
え
る
軍
役
制
と
し
て

運
営
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
と
言
え
よ
う

A
b
B

。
丁
男
に
課
さ
れ
る
良

役
は
軍
役
と
言
わ
れ
、
軍
役
制
は
身
分
制
、
お
よ
び
官
僚
制
と
連
動

し
て
運
営
さ
れ
て
い
た

A
c
B

。
朝
鮮
の
国
役
体
制
、
軍
役
体
制
は
極
め
て

身
分
的
な
編
成
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
金
錫
亨
は
い
ち
早
く

「
李
朝
初
期
国
役
編
成
の
基
柢

A
d
B

」
に
お
い
て
、「
朝
鮮
朝
初
期
の
兵
制

が
い
わ
ゆ
る
府
兵
制
と
言
っ
て
、
国
民
皆
兵
主
義
の
原
則
に
立
脚
し
、

身
分
と
い
う
も
の
が
そ
の
社
会
の
す
べ
て
の
人
民
の
活
動
を
規
定
す

る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
の
国
民
皆
兵
の
原
則
が
今
日
の
そ
れ
と

判
異
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
上
で
述
べ
た

労
働
部
隊
が
軍
役
の
名
の
下
に
提
供
さ
れ
る
の
も
こ
の
よ
う
な
身
分

を
土
台
と
し
た
皆
兵
主
義
の
た
め
で
あ
っ
た
。
簡
単
に
言
え
ば
、
両

班
の
子
孫
が
担
う
べ
き
兵
役
は
鎧
を
着
け
て
兜
を
か
ぶ
る
官
職
で
あ

っ
た
が
、
賤
人
が
担
わ
ね
ば
な
ら
な
い
兵
役
は
、
鍬
と
ス
コ
ッ
プ
を

持
つ
労
働
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
軍
役
と
い
う
の
は
単
純

な
兵
役
で
は
な
く
、
当
時
の
国
役
の
根
幹
を
成
し
て
い
た
の
で
あ

る
」
と
、
述
べ
て
い
る
。
身
分
制
的
な
編
成
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ

れ
を
組
み
込
ん
だ
租
庸
調
制
や
府
兵
制
の
枠
組
み
が
、
朝
鮮
王
朝
の

最
後
ま
で
崩
れ
に
く
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
『
経
国
大
典
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
両
班
実
職
は
五
六
〇
五
S
（
東

班
一
七
七
九
S
、
西
班
三
八
二
六
S
）
で
そ
の
内
、
正
職
禄
官
は
二
四

〇
〇
S
（
東
班
京
官
職
五
四
一
S
、
東
班
外
官
職
一
〇
三
八
S
、
西
班

京
官
職
三
一
九
S
、
西
班
外
官
職
五
〇
二
S
）
に
過
ぎ
ず
、
残
り
は
遞

児
職
が
三
一
一
〇
S
（
東
班
遞
児
職
一
〇
五
S
、
西
班
遞
児
職
三
〇
〇

五
S
）、
無
禄
官
が
九
五
S
（
す
べ
て
東
班
）
で
あ
っ
た

A
e
B

。
実
に
西
班

（
武
官
）
職
S
の
七
九
％
が
遞
児
職
で
あ
っ
た
。

　

遞
児
職
の
発
想
は
軍
役
負
担
の
発
想
と
共
通
点
が
あ
っ
た
。
軍
役

の
場
合
一
年
に
数
ヶ
月
交
代
で
番
上
し
て
役
務
に
従
事
し
、
下
番
時

に
農
業
な
ど
の
自
己
経
営
で
生
計
を
維
持
し
た
。
遞
児
職
も
交
代
で

番
上
す
る
よ
う
に
、
一
年
に
二
回
ま
た
は
四
回
の
都
目
毎
に
交
代
勤

務
し
て
、
出
仕
期
間
以
外
の
禄
俸
は
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
。
生
計
の

大
幅
な
不
足
は
自
己
経
営
で
補
充
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
遞
児
職

は
低
い
禄
俸
を
さ
ら
に
節
約
で
き
る
朝
鮮
時
代
独
特
の
制
度
で
あ
っ
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た
と
言
え
る
。
遞
児
録
を
支
給
さ
れ
て
い
た
官
員
は
、
訳
官
な
ら
ば

貿
易
活
動
、
医
員
な
ら
ば
医
薬
業
な
ど
を
行
っ
て
収
入
を
得
る
こ
と

が
で
き
た
し
、
武
班
や
雑
科
出
身
の
専
門
職
中
人
は
、
両
班
と
違
っ

て
経
済
活
動
が
公
認
さ
れ
て
い
た
た
め
、
導
掌
権
や
貢
納
請
負
権
、

土
地
な
ど
に
投
資
し
て
活
発
な
経
済
活
動
を
繰
り
広
げ
、
冨
を
手
に

入
れ
て
い
た

A
f
B

。

　

な
お
、
軍
制
面
で
見
る
と
、
朝
鮮
王
朝
前
期
の
中
央
軍
で
あ
る
五

衛
制
は
崩
壊
し
、
後
期
は
五
軍
営
制
に
移
行
し
、
傭
兵
が
番
上
兵
と

併
用
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
朝
鮮
王
朝
後
期
も
府
兵
制
の
理

念
・
体
制
は
残
り
、
一
般
農
民
は
依
然
「
正
兵
」
と
し
て
「
放
軍
收

布
」
さ
れ
、
番
上
す
る
代
わ
り
に
軍
布
を
納
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
五
衛
の
官
名
と
そ
の
禄
俸
は
財
政
上
の
理
由
か
ら
そ
の
ま

ま
残
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
職
禄
の
無
い
ま
ま
職
務
に
就
い
て
い
る
者

に
禄
俸
を
与
え
る
た
め
の
軍
銜
遞
児
、
お
よ
び
功
臣
な
ど
を
優
待
す

る
た
め
に
職
務
の
な
い
ま
ま
禄
俸
だ
け
を
与
え
る
原
録
遞
児
と
し
て
、

五
衛
の
軍
職
（
上
護
軍
│

正
三
品
・
大
護
軍
│

従
三
品
・
護
軍
│

正
四
品
・

副
護
軍
│

従
四
品
・
司
直
│

正
五
品
・
副
司
直
│

従
五
品
・
司
果
│

正
六
品
・

副
司
果
│

従
六
品
・
司
正
│

正
七
品
・
副
司
正
│

従
七
品
・
司
孟
│

正
八
品
・

副
司
孟
│

従
八
品
・
司
勇
│

正
九
品
・
副
司
勇
│

従
九
品
）
に
任
命
し
、
遞

児
禄
を
与
え
た

A
g
B

。
た
だ
職
名
は
残
さ
れ
た
が
S
数
は
大
幅
に
削
減
さ

れ
た
。
内
医
院
の
医
員
や
司
訳
院
の
訳
官
、
観
象
監
の
述
者
・
習
読
、

恵
民
署
の
聴
敏
な
ど
の
専
門
職
中
人
も
こ
の
遞
児
禄
支
給
対
象
に
含

ま
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
朝
鮮
王
朝
は
、
前
・
後
期
を
通
じ
て
租
庸
調
の
税
制

及
び
府
兵
制
の
国
役
（
軍
役
・
職
役
）
制
を
採
っ
て
い
た
が
、
こ
の

租
庸
調
の
財
政
理
念
の
中
に
は
、
第
一
に
、
各
司
維
持
運
営
費
は
想

定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
各
司
維
持
費
は
経
常
税
（
正
税
、
本
税
）
で
は

保
証
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
各
司
の
維
持
運
営
費
は
経
常
税
で
ま
か

な
わ
れ
ず
、
本
税
の
付
加
税
と
し
た
り
、
官
庁
自
体
で
調
達
さ
せ
て

い
た
。
第
二
に
、
兵
農
一
致
の
丁
男
皆
兵
の
軍
役
（
良
役
）
制
に
よ

り
、
専
門
軍
人
は
別
に
し
て
、
軍
役
・
労
役
な
ど
の
兵
力
・
労
働
力

は
ほ
ぼ
反
対
給
付
な
し
に
調
達
で
き
て
い
た
。
軍
役
は
理
念
的
に
は

官
僚
制
に
連
結
さ
れ
て
い
て
、
一
般
農
民
に
と
っ
て
現
実
的
に
は
難

し
い
こ
と
だ
が
、
一
定
年
月
勤
め
れ
ば
官
職
を
得
、
昇
進
で
き
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
本
来
は
良
身
分
の
者
は
全
て
、
両
班
身

分
も
含
め
軍
役
負
担
の
義
務
が
あ
っ
た
が
、
官
職
に
就
い
て
い
た
り
、

中
央
胥
吏
・
地
方
郷
吏
な
ど
の
職
役
に
就
い
て
い
る
者
は
そ
れ
が
軍

役
代
わ
り
に
な
っ
た
。
重
い
軍
役
負
担
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
、
反
対

給
付
が
無
く
て
も
そ
れ
だ
け
で
大
き
な
特
典
だ
っ
た
。
ま
た
、
朝
鮮

王
朝
後
期
に
は
良
・
賤
の
別
以
上
に
班
・
常
（
両
班
と
常
民
）
の
別



7475

が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
軍
役
を
負
う
者
は
「
常
奴
（
サ
ン
ノ

ム
）」
と
し
て
両
班
身
分
か
ら
さ
げ
す
ま
れ
、
科
挙
を
受
け
る
こ
と

も
で
き
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
禄
料
が
安
く
て
も
官
吏

に
な
ろ
う
と
し
、
両
班
で
あ
り
続
け
よ
う
と
し
た
。
従
っ
て
官
僚
制

も
安
く
維
持
で
き
た
と
い
え
る
。

　

こ
こ
で
、
各
司
の
維
持
運
営
費
は
ど
の
よ
う
に
調
達
し
て
い
た
の

か
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
各
司
の
維
持
運
営
費
、
即
ち
各
司
の

紙
筆
墨
等
事
務
費
や
鋪
陳
等
備
品
費
、
燈
燭
、
柴
炭
炬
等
燃
料
費
な

ど
は
経
常
費
で
は
保
証
さ
れ
て
い
ず
、
各
衙
門
お
よ
び
朝
鮮
後
期
に

増
加
し
た
宮
房
、
軍
門
は
、
特
に
壬
辰
乱
後
次
第
に
多
く
の
庄
土
、

屯
土
を
折
受
さ
れ
そ
の
収
入
に
よ
っ
て
維
持
運
営
費
を
賄
っ
た
し
、

乱
廛
、
貿
穀
、
貸
金
業
、
無
名
雑
税
収
税
等
各
種
の
経
済
活
動
を
展

開
し
た

A
h
B

。
顕
宗
一
一
年
（
一
六
七
〇
）
頃
、
各
衙
門
屯
土
や
諸
宮
家

の
免
税
田
は
ほ
と
ん
ど
国
中
の
半
ば
に
達
し
て
い
た
と
言
い
、
久
し

く
量
田
は
行
わ
れ
ず
国
家
の
把
握
す
る
田
土
は
減
少
し
、
常
税
は
豊

凶
に
か
か
わ
ら
ず
下
下
年
の
一
結
当
た
り
四
斗
の
徴
収
に
固
定
化
さ

れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
戸
曹
の
税
収
は
減
る

一
方
だ
っ
た

A
i
B

。

　

官
衙
の
う
ち
の
有
貢
物
衙
門
は
、
貢
物
を
得
る
こ
と
で
そ
の
付
加

税
と
し
て
作
紙
や
役
価
（
事
務
雑
費
）
を
徴
収
し
て
司
内
の
運
営
費

に
充
て
て
い
た
し
、
戸
曹
は
全
国
の
田
税
や
貢
物
、
そ
の
他
の
奴
婢

貢
・
雑
税
か
ら
や
は
り
付
加
税
と
し
て
戸
曹
作
紙
や
戸
曹
役
価
を
徴

収
し
、
戸
曹
の
維
持
運
営
費
に
充
て
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、

現
物
上
納
か
ら
大
同
米
布
上
納
へ
と
形
は
変
わ
っ
て
も
、
朝
鮮
前
・

後
期
を
通
じ
て
一
貫
し
て
い
た

A
j
B

。

　

朝
鮮
時
代
中
期
の
実
学
者
柳
馨
遠
（
一
六
二
二
〜
一
六
七
三
）
は
、

各
司
の
公
廨
の
維
持
運
営
費
を
漕
税
（
田
税
）
よ
り
定
給
し
、
現
在

の
誅
求
の
弊
害
を
断
つ
よ
う
に
と
述
べ
る
中
で
、
各
司
が
官
庁
維
持

費
を
得
る
た
め
に
「
外
方
求
請
」「
作
紙
」「
筆
債
」
等
様
々
な
名
目

を
設
け
、
地
方
や
吏
胥
・
下
隷
に
責
め
取
っ
て
い
た
こ
と
を
活
写
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
最
終
的
に
は
規
定
外
の
謬
例
と
な
っ
て
し
ま
い

公
課
と
し
て
民
戸
に
賦
課
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
た

A
k
B

。

　

諸
上
司
は
外
方
（
地
方
）
に
「
求
請
」
し
、
決
訟
衙
門
は
決
訟
の

際
に
「
詞
訟
作
紙
」
を
徴
収
し
、
戸
曹
等
収
税
衙
門
は
税
・
貢
物
に

「
作
紙
」
を
徴
し
、
承
政
院
は
守
令
が
辞
令
を
受
け
赴
任
す
る
時
、

辞
令
書
作
成
手
数
料
名
目
で
「
筆
債
」
を
徴
し
た
。
用
米
布
衙
門
は

剰
余
の
米
布
で
ま
か
な
う
が
、
こ
れ
は
結
局
付
加
徴
収
し
た
の
に
会

減
A
l
B

し
な
い
も
の
（
加
捧
不
会
之
数
）
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
有
貢
物
衙

門
の
場
合
は
貢
物
防
納
者
に
徴
収
し
て
お
り
、
用
刑
衙
門
な
ら
ば
使

令
に
不
正
に
収
賄
さ
せ
調
達
さ
せ
て
い
た
。
分
軍
衙
門
（
軍
士
が
配
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分
さ
れ
た
衙
門
。
軍
士
と
言
っ
て
も
実
質
は
司
内
の
役
夫
）
の
場
合
、

書
員
に
責
め
取
る
と
、
書
員
は
軍
士
を
侵
奪
し
、
当
番
と
し
て
配
属

さ
れ
た
軍
士
に
執
務
室
用
の
燃
料
を
樵
夫
か
ら
奪
い
抜
き
取
ら
せ
た

り
し
て
ま
か
な
っ
て
い
た
と
言
う
。「
外
方
求
請
」
は
、
諸
上
司
が

司
内
雑
費
の
為
に
行
う
の
み
な
ら
ず
、
中
国
へ
の
使
臣
が
自
身
の
派

遣
費
用
の
名
目
で
行
う
し
、
国
家
に
造
営
や
進
宴
が
あ
る
時
に
は
国

家
自
身
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
し
、
王
室
と
婚
姻
す
る
者
も
「
求
請
」

し
た
。
使
臣
費
用
は
、
国
初
に
国
費
で
保
証
せ
ず
地
方
に
「
求
請
」

さ
せ
た
の
が
例
と
成
り
、
中
間
に
戸
曹
よ
り
充
分
支
給
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
後
に
も
、
既
得
権
と
し
て
手
放
す
者
が
い
な
く
な
り
謬
例

と
な
っ
て
い
る
と
言
う

A
m
B

。

　

柳
馨
遠
は
ま
た
、
各
司
の
維
持
費
が
経
常
費
で
保
証
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
百
官
の
禄
俸
は
極
め
て
薄
く
、
吏
胥
は
薄
禄

も
し
く
は
無
禄
で
、
僕
隷
は
料
米
が
無
か
っ
た
こ
と
を
問
題
と
し
、

こ
れ
ら
全
て
を
や
は
り
経
常
費
（
漕
税
、
即
ち
田
税
）
で
保
証
す
べ

き
事
を
提
起
す
る
中
で
、
当
時
の
官
吏
達
が
ど
の
よ
う
な
名
目
を
設

け
て
収
入
を
得
て
い
た
か
を
述
べ
て
い
る

A
n
B

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
百
官

は
禄
俸
の
不
足
を
補
う
た
め
に
、
外
方
か
ら
餽
遺
（
食
物
や
金
品
の

贈
り
物
）
を
定
例
の
よ
う
に
受
け
取
っ
た
り
、
各
司
の
公
務
に
使
っ

た
余
り
物
を
分
け
合
っ
た
り
し
て
い
た
が
、
前
者
を
「
進
俸
」
と
言

い
、
後
者
を
「
分
兒
」
と
称
し
た
。
ま
た
吏
胥
は
、
法
典
記
載
の
定

数
以
内
の
人
員
に
は
普
通
月
米
六
斗
の
料
米
ま
た
は
価
布
が
給
さ
れ

た
が
、
額
外
員
数
に
は
支
給
さ
れ
ず
、
僕
隷
は
本
来
奴
役
で
あ
っ
た

の
で
料
米
が
無
か
っ
た
。
彼
ら
は
「
人
情
」
米
布
を
徴
収
す
る
事
に

よ
っ
て
補
っ
て
い
た
し
、
職
務
を
利
用
し
て
奪
い
漁
り
賄
賂
を
取
る

こ
と
で
生
活
し
て
い
た
。

　

柳
馨
遠
は
吏
隷
に
至
る
ま
で
漕
税
（
経
常
費
）
で
保
証
し
、「
求

請
」、「
作
紙
」、「
筆
債
」、「
進
俸
」、「
分
兒
」、「
人
情
」、
諸
「
徴

債
」
は
廃
止
す
べ
き
事
を
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
名
目
で

需
用
品
や
賄
賂
を
求
め
る
こ
と
が
半
ば
制
度
化
し
て
い
た
の
で
、
そ

れ
に
名
を
借
り
て
必
要
以
上
の
際
限
の
な
い
蓄
財
が
可
能
と
な
っ
て

い
た
と
言
え
る
。
柳
馨
遠
は
、
百
官
か
ら
吏
隷
ま
で
禄
料
を
増
加
し

て
や
り
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
支
出
を
経
費
で
保
証
す
れ
ば
民
の
賦
税
が

重
く
な
り
す
ぎ
な
い
か
と
い
う
心
配
に
対
し
、
彼
ら
百
官
は
禄
薄
で

吏
隷
は
無
料
な
の
に
殆
ど
皆
安
定
し
た
ぜ
い
た
く
な
生
活
を
し
て
い

る
が
、
全
て
民
か
ら
出
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
反
論
し
て
い
る

A
o
B

。

  
こ
の
よ
う
な
租
庸
調
の
財
政
体
制
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自

ら
の
生
活
費
は
自
ら
調
達
さ
せ
る
「
自
給
自
足
」
の
、「
屯
田
制

的
」
で
一
見
安
上
が
り
な
財
政
体
制
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
財
政
体
制
は
、
古
代
の
生
産
力
が
低
い
段
階
で
は
合
理
性
が
あ



7677

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
朝
鮮
王
朝
後
期
の
よ
う
に
生
産
力
の
発
達
し
た

時
期
に
は
、
実
は
国
家
と
民
と
の
中
間
で
冨
が
消
失
し
、
か
え
っ
て

高
く
つ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
一
七
世
紀
の
T
溪
柳
馨
遠
と
同
様
、

一
九
世
紀
初
め
の
実
学
者
丁
若
O
も
『
経
世
遺
表
』（
一
八
一
七
）

の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

A
p
B

。

国
家
歳
入
、
常
年
不
過
十
二
萬
石
、
若
値
凶
年
、
輸
于
京
江
者

毎
不
過
数
萬
石
、
国
之
経
費
将
焉
出
矣
。
国
制
、
凡
一
結
、
収

田
税
四
斗
・
三
手
米
二
斗
二
升
・
大
同
米
十
二
斗
、
船
価
出
於

其
中
、
一
結
所
収
不
過
一
八
斗
二
升
、
及
其
太
倉
班
禄
・
宣
恵

庁
之
頒
貢
価
也
。
其
所
云
十
五
斗
以
至
小
之
斗
、
不
過
為
十
一

二
斗
、
則
一
結
所
収
之
當
国
用
者
、
極
不
過
十
五
斗
、
而
方
其

歛
之
於
民
間
也
、
以
如
斛
之
斗
、
歛
三
十
四
斗
、
解
之
以
京
斗
、

則
小
不
下
四
十
五
斗
、
是
又
民
輸
者
三
而
公
受
其
一
也
、
上
而

削
国
、
下
而
剥
民
、
於
其
中
央
所
肥
者
、
貪
官
猾
吏
、
嗟
呼
豈

不
寃
哉
。（
原
文
中
の
傍
線
は
筆
者
、
以
下
同
様
）

　

即
ち
、
国
家
の
歳
入
は
常
年
で
十
二
万
石
、
凶
年
な
ら
京
江
に
輸

送
さ
れ
る
の
は
数
万
石
過
ぎ
な
い
。
田
一
結
か
ら
收
す
る
の
は
田
税

四
斗
、
三
手
米
二
斗
二
升
、
大
同
米
十
二
斗
の
合
計
一
八
斗
二
升
で

あ
る
が
、
船
運
価
が
そ
の
中
か
ら
支
出
さ
れ
、
太
倉
（
広
興
倉
）
が

禄
を
頒
給
し
宣
恵
庁
が
貢
価
を
頒
給
す
る
に
及
ん
で
は
、
十
五
斗
と

い
う
の
が
さ
ら
に
十
一
、
二
斗
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
一
結
所
収
の
国

用
に
充
当
さ
れ
る
の
は
最
大
で
十
五
斗
に
過
ぎ
な
い
の
に
、
民
間
か

ら
は
大
枡
（
大
斛
）
で
三
四
斗
を
取
り
そ
れ
は
京
枡
（
小
斛
）
に
直

す
と
四
五
斗
を
下
ら
な
い
か
ら
、
民
は
三
を
輸
送
し
て
い
る
の
に
国

家
は
そ
の
三
分
の
一
し
か
受
け
取
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
は

上
は
国
か
ら
削
り
取
り
下
は
民
か
ら
剥
ぎ
取
っ
て
、
中
間
で
肥
え
太

っ
て
い
る
の
は
貪
欲
な
官
員
と
狡
猾
な
吏
胥
な
の
で
あ
る
、
と
嘆
い

て
い
る
。

　

一
九
世
紀
末
の
朝
鮮
前
内
部
顧
問
法
学
博
士
大
庭
寛
一
も
『
朝
鮮

論

A
q
B

』（
明
治
二
八
年
一
二
月
序
文
）
の
中
で
、「
朝
鮮
に
在
っ
た
と
き

は
事
実
上
の
調
査
に
力
め
、
い
ち
い
ち
事
例
と
解
説
を
掲
記
し
た
」

と
記
し
、
第
二
章
国
力
論
の
、
遊
民
と
業
民
、
負
担
、
財
政
と
い
っ

た
経
済
分
析
の
中
で
、
柳
馨
遠
や
丁
若
O
と
同
様
の
か
な
り
厳
し
い

見
聞
・
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
中
央
・
地
方
財
政
は
支
出
に
制
限
が
無
く
、
収

入
の
名
目
を
加
設
す
る
の
が
難
し
く
な
い
。
朝
鮮
の
税
名
を
見
る
と
、

概
括
的
な
名
詞
が
少
な
く
、
そ
の
支
出
を
要
す
る
事
業
名
を
直
接
表

明
す
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
は
新
税
目
を
加
設
す
る
の
に
甚
だ
便
利

で
あ
る
が
、
ま
す
ま
す
財
用
整
理
の
障
碍
に
な
っ
て
い
て
、
識
者
の

痛
嘆
に
堪
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
筆
者
は
『
T
溪
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随
録
』
や
『
経
世
遺
表
』
を
読
ん
だ
と
き
、
大
同
法
に
よ
り
一
結
当

た
り
十
二
斗
の
収
税
で
あ
ら
ゆ
る
貢
納
・
徭
役
を
賄
う
は
ず
だ
っ
た

が
、
こ
と
あ
る
ご
と
に
中
央
か
ら
地
方
に
「
求
請
」
し
た
り
、
各
郡

県
に
負
担
を
振
り
分
け
「
加
定
」
し
た
り
で
き
た
し
、
地
方
監
営
・

郡
県
衙
か
ら
も
様
々
な
名
目
で
雑
税
負
担
を
民
に
課
し
て
お
り
、
際

限
の
な
い
抜
け
穴
が
開
い
て
い
る
よ
う
な
感
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
と

同
様
の
こ
と
を
、
大
庭
は
見
聞
に
基
づ
い
て
、
大
韓
帝
国
に
移
行
す

る
直
前
の
一
八
九
六
年
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

大
庭
は
ま
た
、
地
方
の
官
衙
の
経
済
支
持
法
は
請
負
に
似
て
い
る

と
い
う
。
長
官
は
規
定
の
予
算
で
管
掌
事
項
全
般
を
処
弁
し
、
経
費

の
残
余
は
自
分
の
懐
に
入
れ
る
。
そ
の
故
に
、
入
に
努
め
て
多
き
を

は
か
り
、
出
に
は
甚
だ
吝
嗇
で
あ
る
と
い
う
。

　

ま
た
、
庁
衙
の
至
る
所
に
吏
僚
奴
隷
が
群
れ
を
成
し
て
給
養
を
待

っ
て
お
り
、
禄
、
需
に
よ
っ
て
は
本
来
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

で
は
な
い
の
に
、
朝
鮮
の
人
士
は
皆
地
方
官
に
つ
き
た
が
り
、
地
方

の
守
令
に
な
っ
て
三
年
間
勤
務
す
れ
ば
子
孫
三
世
が
坐
食
で
き
る
資

を
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
、
朴
齊
家
が
『
北
学
議
』
で
述
べ
て
い
た

の
と
同
じ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

大
庭
は
、「
一
夕
監
営
の
吏
と
話
し
た
。
該
吏
の
給
料
に
つ
い
て

尋
ね
た
と
こ
ろ
、
一
年
に
得
る
所
は
米
一
五
石
と
柴
炭
・
油
銭
二
〇

両
あ
る
だ
け
と
い
う
が
、
そ
の
日
常
生
計
を
尋
ね
た
ら
、
僕
婢
を
使

役
し
妾
を
蓄
え
て
い
る
と
言
う
の
で
、
そ
の
豊
か
な
財
源
を
尋
ね
た

ら
、
彼
が
得
々
と
し
て
言
う
に
は
、
定
給
は
少
な
く
て
も
、
上
納
の

時
期
に
多
額
の
情
費
を
得
る
道
が
あ
る
と
、
ま
る
で
情
費
を
給
料
の

一
部
に
数
え
て
い
た
。
吏
に
し
て
こ
の
よ
う
だ
か
ら
、
以
上
の
官
吏

の
所
得
は
推
知
す
る
に
足
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

官
衙
の
冗
員
の
弊
害
に
つ
い
て
は
、「
更
に
進
ん
で
吏
胥
の
員
数

を
査
閲
す
る
に
至
っ
て
い
っ
そ
う
驚
嘆
し
た
。
か
の
黄
海
道
の
冗
員

の
弊
そ
の
極
に
達
し
て
、
監
営
（
※
今
の
道
庁
に
あ
た
る
）
に
一
〇

六
〇
余
人
の
吏
奴
を
有
し
、
京
畿
道
の
監
営
は
四
七
八
の
吏
員
毎
に

営
内
に
徘
徊
す
る
と
い
う
。（
中
略
）
各
道
中
、
大
邑
（
※
大
郡
県
）

と
い
っ
て
も
そ
の
戸
数
は
一
万
を
超
え
る
も
の
少
な
く
、
そ
の
小
邑

の
ご
と
き
は
最
多
で
も
五
千
に
過
ぎ
ず
、
極
小
は
数
百
を
包
有
す
る

の
み
。
し
か
る
に
吏
員
の
冗
多
は
こ
の
よ
う
だ
。
加
え
て
、
監
営
あ

り
、
兵
営
あ
り
、
鎭
管
あ
り
、
水
営
あ
り
、
鎭
浦
、
統
制
営
あ
り
、

留
守
府
あ
っ
て
、
無
数
の
冗
吏
遊
奴
を
給
養
す
る
。（
中
略
）
予
あ

る
日
馬
を
駆
っ
て
南
漢
山
城
に
遊
ん
だ
。
途
次
広
州
府
庁
に
至
り
、

吏
房
庁
を
見
た
。
三
、
四
の
吏
が
わ
ず
か
に
そ
の
部
屋
に
い
た
。
そ

こ
で
試
み
に
該
庁
の
員
数
を
問
う
た
ら
、
彼
曰
く
八
一
人
で
あ
る
と
。

予
は
多
数
の
吏
員
が
こ
こ
に
い
な
い
の
を
怪
し
み
そ
の
理
由
を
訊
ね
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た
ら
、
常
務
は
数
人
で
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
平
常
は
遞

番
出
仕
（
※
交
代
勤
務
）
し
、
余
り
は
皆
帰
っ
て
家
に
い
て
、
非
常

の
際
も
し
く
は
儀
式
を
挙
行
す
る
時
に
、
皆
来
て
侍
す
と
。
以
て
地

方
官
衙
冗
員
放
養
の
一
斑
を
窺
う
に
足
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
軍
役

制
の
よ
う
に
、
郷
吏
の
役
務
も
職
役
と
し
て
遞
番
番
上
で
行
わ
れ
て

い
た
実
情
を
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

大
庭
寛
一
は
『
朝
鮮
論
』
の
序
文
で
、「
京
城
十
里
の
外
は
則
ち

別
殊
の
天
地
な
り
」
と
言
い
、
ソ
ウ
ル
城
内
の
現
象
を
以
て
朝
鮮
全

土
を
推
し
量
る
こ
と
は
で
き
ず
、
朝
鮮
に
滞
在
し
た
時
に
は
視
察
や

論
談
は
地
方
の
状
情
に
重
き
を
置
い
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
地
方
官
の
禄
料
の
解
明
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
考

察
す
る
余
裕
が
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。

　

以
上
、
朝
鮮
王
朝
の
末
期
ま
で
正
規
の
禄
俸
規
模
が
小
さ
か
っ
た

の
み
で
な
く
、
国
家
民
富
は
中
間
の
官
僚
・
吏
胥
に
よ
っ
て
公
的
・

私
的
に
消
耗
さ
れ
、
全
体
と
し
て
国
家
財
政
の
規
模
は
小
さ
く
、
国

家
が
掌
握
し
て
い
る
生
産
・
流
通
量
は
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
朝

鮮
王
朝
の
末
期
ま
で
も
租
庸
調
の
財
政
体
制
の
枠
組
み
を
変
え
る
こ

と
な
く
、
そ
の
枠
外
に
安
易
に
事
業
名
を
冠
し
た
目
的
税
、
様
々
な

規
外
の
負
担
を
別
設
し
て
い
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
言
え
る
。

終
わ
り
に

　

以
上
本
稿
で
は
、
朝
鮮
王
朝
の
禄
俸
は
高
麗
時
代
に
比
べ
て
も
低

か
っ
た
が
、
さ
ら
に
朝
鮮
前
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
も
減
少
し
続
け

た
こ
と
を
数
量
的
に
確
認
し
、
そ
の
要
因
を
国
家
財
政
体
制
面
か
ら

考
察
し
た
。

  

そ
の
結
果
、
ま
ず
、
禄
俸
額
の
減
少
は
、
高
位
官
職
者
ほ
ど
大
幅

に
削
減
さ
れ
て
、
下
位
に
行
く
ほ
ど
削
減
割
合
は
少
な
く
な
り
、
下

位
官
職
者
の
九
品
官
は
高
麗
時
代
か
ら
一
〇
石
台
で
あ
ま
り
変
化
が

な
か
っ
た
。
正
一
品
官
は
高
麗
時
代
に
は
年
四
〇
〇
石
支
給
さ
れ
た

が
、
朝
鮮
太
宗
七
年
に
は
年
一
一
三
石
、
世
宗
二
一
年
に
は
九
二
石
、

仁
祖
二
五
年
に
は
五
八
石
、
粛
宗
二
七
年
お
よ
び
景
宗
一
年
以
降
に

は
わ
ず
か
三
八
石
に
激
減
し
た
。
朝
鮮
後
期
に
は
高
麗
時
代
の
一
〇

分
の
一
以
下
、
太
宗
代
の
三
分
の
一
、
世
宗
代
の
半
分
以
下
に
激
減

し
て
い
た
。
そ
れ
で
、
朝
鮮
王
朝
後
期
に
は
最
高
額
が
年
三
八
石
で

最
低
額
が
一
〇
石
と
、
最
高
と
最
低
の
差
が
あ
ま
り
な
く
な
り
、
全

体
が
極
め
て
低
く
な
っ
て
い
た
。
朝
鮮
時
代
の
一
石
は
日
本
の
約
半

分
で
あ
っ
た
か
ら
、
日
本
で
言
う
と
、
最
高
の
正
一
品
が
一
九
石
で
、

最
低
の
正
従
九
品
が
五
石
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
禄
俸
で
は
と
て

も
生
活
し
て
い
け
る
額
で
は
無
く
な
っ
て
い
た
。
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ま
た
、
朝
鮮
王
朝
の
官
職
に
は
遞
児
職
が
、
武
班
職
を
中
心
に
広

範
に
設
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
軍
役
に
お
け
る
番
上
制
の
よ
う
に
、

都
目
ご
と
に
交
代
勤
務
を
し
て
、
禄
俸
は
勤
務
し
た
期
間
に
だ
け
遞

児
録
が
支
給
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
低

い
報
酬
で
多
く
の
官
員
を
採
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
た
。

　

百
官
の
禄
俸
総
額
で
み
て
も
、
一
五
世
紀
初
め
の
朝
鮮
時
代
初
期

に
は
一
〇
〜
一
二
万
石
で
あ
っ
た
の
が
、
一
七
世
紀
半
ば
朝
鮮
時
代

中
期
に
は
約
三
万
六
〇
〇
〇
石
に
な
り
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世

紀
初
め
朝
鮮
時
代
末
期
に
は
約
二
万
四
〇
〇
〇
石
と
、
初
期
の
四
分

の
一
以
下
に
激
減
し
て
い
た
。

　

官
僚
は
正
規
の
禄
俸
だ
け
に
は
頼
ら
ず
、
あ
る
い
は
頼
れ
ず
、
基

本
的
に
は
各
自
の
自
己
経
営
で
生
活
し
て
い
た
。
ま
た
、
吏
胥
は

「
人
情
」
と
い
う
心
付
け
を
付
加
税
の
ご
と
く
税
納
物
ご
と
に
徴
収

し
て
い
た
が
、
官
僚
も
正
規
の
禄
俸
以
外
に
、
様
々
な
正
税
の
付
加

税
や
上
納
物
の
付
加
徴
収
物
か
ら
の
分
配
物
を
得
て
い
た
し
、
各
司

は
や
は
り
維
持
運
営
費
を
各
司
の
自
己
努
力
に
よ
っ
て
増
や
そ
う
と

し
、
そ
の
業
務
に
使
用
し
た
余
り
を
、「
分
兒
」
と
称
し
て
所
属
官

員
に
分
配
し
て
い
た
。
地
方
官
に
赴
任
す
れ
ば
、
地
方
で
支
給
さ
れ

る
禄
、
需
が
あ
り
、
地
方
官
は
赴
任
中
自
ら
の
生
活
費
の
み
で
な
く
、

中
央
の
知
人
、
親
戚
、
姻
戚
な
ど
に
食
料
な
ど
の
物
資
や
金
品
を
贈

っ
た
り
し
て
い
て
、
こ
れ
が
か
な
り
の
量
に
な
っ
て
い
た
。

　

禄
俸
額
が
削
減
さ
れ
て
い
っ
た
原
因
は
、
直
接
的
に
は
、
冗
官
の

多
さ
や
、
戦
乱
・
飢
饉
な
ど
に
よ
る
田
税
収
入
の
減
少
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
生
産
力
も
向
上
し
比
較
的
平
和
で
あ
っ
た
朝
鮮
王
朝
後
期

に
も
、
禄
俸
額
が
回
復
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
単
に
飢
饉
な

ど
の
せ
い
だ
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
、
制
度
的
な
原
因
が
あ
っ
た
。

　

朝
鮮
王
朝
の
国
家
財
政
は
、
田
税
、
身
役
、
貢
納
・
徭
役
の
収
取

体
制
、
す
な
わ
ち
、
租
庸
調
の
収
取
体
制
を
取
っ
て
お
り
、
そ
の
内
、

「
庸
」
に
あ
た
る
身
役
は
朝
鮮
王
朝
に
お
い
て
は
軍
役
制
と
し
て
運

用
さ
れ
た
。
軍
役
制
は
府
兵
制
の
兵
農
一
致
の
丁
男
義
務
兵
制
を
採

っ
て
い
て
、
身
分
制
、
官
僚
制
と
も
連
動
し
て
い
た
。
朝
鮮
王
朝
後

期
に
は
収
取
形
態
は
、
身
役
、
貢
納
・
徭
役
の
田
税
化
お
よ
び
布

納
・
銭
納
へ
の
一
元
化
が
進
ん
だ
が
、
田
税
、
身
役
、
貢
納
・
徭
役

の
枠
組
み
が
取
り
払
わ
れ
一
元
化
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
田
税
、
身

役
、
貢
納
・
徭
役
の
各
名
目
は
歳
入
面
で
も
歳
出
面
で
も
そ
の
ま
ま

残
さ
れ
た
。

　

租
庸
調
の
財
政
理
念
の
中
に
は
各
司
維
持
運
営
費
は
想
定
さ
れ
て

お
ら
ず
、
各
司
維
持
運
営
費
は
本
税
の
付
加
税
と
し
た
り
、
各
官
庁

自
体
で
調
達
さ
せ
て
い
た
。
ま
た
、
丁
男
皆
兵
の
軍
役
（
良
役
）
制

に
よ
り
、
兵
力
・
労
働
力
は
ほ
と
ん
ど
反
対
給
付
無
し
に
調
達
す
る
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こ
と
が
で
き
た
。
官
職
に
し
ろ
吏
職
に
し
ろ
、
禄
料
が
低
く
て
も
、

そ
れ
に
従
事
し
て
重
い
軍
役
負
担
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け

で
特
典
で
あ
っ
た
。

　

租
庸
調
の
財
政
体
制
は
、
自
ら
の
生
活
費
は
自
ら
調
達
さ
せ
る

「
自
給
自
足
」
の
「
屯
田
制
的
」
で
一
見
安
上
が
り
な
財
政
体
制
で

あ
っ
た
。
実
際
に
、
壬
辰
倭
乱
後
の
財
政
難
の
中
で
、
国
家
は
田
土

を
掌
握
し
き
れ
な
い
ま
ま
、
宮
家
や
官
衙
に
「
庄
土
」、「
屯
土
」
を

与
え
始
め
、
維
持
費
に
充
て
さ
せ
、
全
国
に
「
庄
土
」、「
屯
土
」
が

広
ま
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
経
済
体
制
は
、
古
代
の
生
産
力

が
低
い
段
階
で
は
合
理
性
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
朝
鮮
王
朝
後
期

の
よ
う
に
生
産
力
の
発
達
し
た
時
期
に
は
、
実
は
国
家
と
民
と
の
中

間
で
冨
が
消
失
し
、
か
え
っ
て
高
く
つ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
必

要
が
生
ず
る
ご
と
に
、
安
易
に
様
々
な
事
業
名
を
冠
し
た
目
的
税
を

租
庸
調
の
枠
外
に
新
設
し
て
い
き
、
官
庁
運
営
費
や
官
員
・
吏
隷
の

人
件
費
を
充
分
保
証
せ
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
請
負
的
に
屯
土
や
事
業

に
伴
う
利
権
を
分
け
与
え
て
い
っ
た
。
か
く
て
、
朝
鮮
王
朝
の
末
期

ま
で
正
規
の
禄
俸
規
模
が
小
さ
か
っ
た
の
み
で
な
く
、
国
家
民
富
は

官
僚
・
吏
胥
に
よ
っ
て
中
間
で
公
的
・
私
的
に
消
耗
さ
れ
、
全
体
と

し
て
国
家
財
政
の
規
模
は
小
さ
く
常
に
不
足
し
、
国
家
財
政
は
分
散

的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
朝
鮮
王
朝
の
末
期
ま
で
も
租
庸
調
の
財
政

体
制
の
枠
組
み
を
変
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る

と
言
え
る
。

　

本
稿
で
は
、
主
に
中
央
官
僚
の
禄
俸
に
つ
い
て
具
体
的
数
字
で
考

察
し
た
が
、
中
央
官
僚
以
上
に
収
入
が
多
か
っ
た
と
い
う
地
方
官
僚

の
禄
料
、
大
同
儲
置
米
か
ら
支
給
さ
れ
た
官
需
の
分
析
な
ど
に
つ
い

て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）　

日
本
に
お
け
る
論
著
に
は
「
禄
俸
」
の
語
は
な
く
、
例
え
ば
衣

川
強
『
宋
代
官
僚
社
会
史
研
究
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
）
の

「
第
六
章　

官
僚
の
俸
給
」
で
も
「
俸
禄
」「
俸
給
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
諸
橋
轍
次
著
『
大
漢
和
辞
典
』
に
は
「
禄
俸
」「
俸
禄
」

と
も
に
存
在
す
る
が
、『
角
川
新
字
源
』『
角
川
漢
和
中
辞
典
』

『
広
辞
苑
』
な
ど
に
は
、「
俸
禄
」
の
語
は
あ
る
け
れ
ど
も
「
禄

俸
」
の
語
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
韓
国
に
お
け
る
論
著
は
ほ

と
ん
ど
す
べ
て
「
禄
俸
」
制
と
な
っ
て
い
て
、『
高
麗
史
』
食
貨

志
や
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』『
承
政
院
日
記
』
な
ど
の
史
料
で
も
、

「
俸
禄
」
の
語
も
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
、「
禄
俸
」
と
記
さ
れ
て

い
る
記
事
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
李
載
Y
『
朝
鮮
前
期
経
済
構
造

研
究
』（
ソ
ウ
ル
：
崇
實
大
学
校
出
版
部
、
一
九
九
九
）
で
は

「
禄
俸
制
に
は
禄
・
俸
・
料
な
ど
の
区
分
が
あ
っ
て
、
禄
は
三
ヶ

月
ご
と
四
孟
朔
に
、
俸
は
月
単
位
で
、
料
は
日
単
位
で
そ
れ
ぞ
れ

支
給
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
一
般
的
に
官
僚
の
「
禄
」
に
対

し
て
、
吏
胥
・
皀
隷
・
工
匠
等
の
俸
給
を
「
禄
」
と
言
わ
ず
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「
料
」
と
い
っ
た
。
料
は
日
当
を
基
本
に
し
て
い
て
、
朔
料
と
し

て
支
給
さ
れ
る
場
合
も
日
給
を
も
と
に
し
月
給
と
し
て
支
給
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
）　

科
田
法
は
、
現
職
・
前
職
官
僚
に
、
一
八
科
の
等
級
に
分
け
て

第
一
科
正
一
品
へ
の
一
五
〇
結
か
ら
第
一
八
科
従
九
品
へ
の
一
〇

結
ま
で
の
土
地
収
租
権
を
、
京
畿
地
方
に
限
定
し
て
、
本
人
一
代

に
限
り
支
給
し
た
。
職
田
法
は
現
職
官
僚
に
の
み
、
正
一
品
一
一

〇
結
か
ら
従
九
品
一
〇
結
ま
で
の
土
地
収
租
権
を
支
給
し
た
が
、

世
祖
一
二
年
（
一
四
六
六
）
の
施
行
か
ら
四
年
後
の
一
四
七
〇
年

か
ら
は
、
国
家
が
職
田
の
租
を
徴
収
し
、
官
僚
に
分
け
与
え
る
官

收
官
給
制
に
な
っ
て
い
た
。

（
3
）　

日
本
の
知
行
の
場
合
は
、
収
租
権
・
行
政
権
・
裁
判
権
を
含
め

た
支
配
権
が
与
え
ら
れ
た
が
、
朝
鮮
の
場
合
は
土
地
の
収
租
権
の

み
が
支
給
さ
れ
た
。

（
4
）　

朝
鮮
時
代
初
期
の
禄
俸
制
に
つ
い
て
は
、
李
載
Y
「
朝
鮮
前
期

の
祿
俸
制
」『
崇
田
大
學
校 

論
文
集
』
第
５
輯
（
ソ
ウ
ル
：
崇
田

大
学
校
、
一
九
七
四
）、
同
「
朝
鮮
前
期
の
遞
児
職
に
対
す
る
考

察
」『
歴
史
学
報
』
三
五
・
三
六
合
併
（
ソ
ウ
ル
：
歴
史
学
会
、

一
九
六
七
）、
同
『
朝
鮮
初
期
社
會
構
造
研
究
』（
ソ
ウ
ル
：
一
潮

閣
、
一
九
八
四
）、
崔
貞
煥
「
朝
鮮
前
期 

祿
俸
制
の
整
備
と
そ
の

變
動
」『
慶
北
史
學
』
第
五
輯
（
大
邱
：
慶
北
大
学
校
史
学
科
、

一
九
八
二
）、
同
「
朝
鮮
前
期
遞
児
録
の
整
備
」『
大
丘
史
学
』
第

二
四
輯
（
大
邱
：
大
丘
史
学
会
、
一
九
八
三
）、
同
『
高
麗
・
李

朝
時
代
禄
俸
制
研
究
』（
大
邱
：
慶
北
大
学
校
出
版
部
、
一
九
九

一
）
な
ど
が
あ
り
、
朝
鮮
時
代
中
期
の
禄
俸
に
つ
い
て
部
分
的
に

論
及
し
た
も
の
は
あ
る
が
、
中
・
後
期
の
変
化
や
そ
の
意
味
を
考

察
し
た
研
究
は
見
あ
た
ら
な
い
。 

（
5
）　

以
上
、
朴
齊
家
『
北
学
議
』
禄
制
条
。

（
6
）　

長
興
庫
の
最
高
位
は
従
六
品
の
「
主
簿
」
で
あ
る
た
め
、
従
六

品
衙
門
と
な
っ
て
い
る
。
朝
鮮
前
期
の
『
経
国
大
典
』（
成
宗
一

六
年
、
一
四
八
五
）
で
は
、
従
五
品
の
「
令
」
が
長
で
あ
っ
た
た

め
従
五
品
衙
門
で
あ
っ
た
が
、
朝
鮮
後
期
の
『
續
大
典
』（
英
祖

二
二
年
、
一
七
四
六
）
段
階
で
は
「
令
」
が
減
員
さ
れ
た
た
め
、

従
六
品
衙
門
と
な
っ
た
。

（
7
）　
『
経
国
大
典
』
戸
典
、
禄
俸
条
、「﹇
第
一
六
科
従
八
品
﹈
春
、

中
米
一
石
・
P
米
二
石
・
田
米
一
石
・
黄
豆
二
石
・
正
布
一
疋
・

楮
貨
二
張
、
夏
、
P
米
三
石
・
小
麦
一
石
・
正
布
一
疋
、
秋
、
中

米
一
石
・
P
米
二
石
・
小
麦
一
石
・
正
布
一
疋
、
冬
、
P
米
三

石
・
黄
豆
二
石
・
正
布
一
疋
」。

（
8
）　

換
算
率
は
中
米
・
P
米
：
田
米
（
粟
）
：
黄
豆
（
大
豆
）・
小

麦
：
正
布
（
麻
布
）
：
銭　

＝
一
石
：
一
・
二
五
石
：
二
石
：

二
・
五
疋
：
五
両
と
し
て
計
算
。
紬
一
疋
＝
正
布
二
疋
と
し
て
換

算
し
た
。
楮
貨
一
張
＝
米
一
升
だ
か
ら
楮
貨
二
枚
は
米
二
升
で
、

〇
・
〇
一
三
石
に
し
か
な
ら
ず
（『
経
国
大
典
』
戸
典
、
国
幣
条
）、

ほ
と
ん
ど
無
視
し
て
も
い
い
額
で
あ
っ
た
。

（
9
）　
『
大
典
会
通
』
工
典
、
度
量
衡
条
、
お
よ
び
『
朝
鮮
を
知
る
事

典
』（
平
凡
社
、
一
九
八
六
）「
度
量
衡
」
の
項
。

（
10
）　
『
万
機
要
覧
』
財
用
編
三
、
大
同
作
貢
、
作
木
・
布
・
銭
条
な

ど
参
照
。

（
11
）　
『
世
宗
実
録
』
巻
四
七
、
一
二
年
（
一
四
三
〇
）
二
月
乙
亥
条
、
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「
今
考
市
直
、
緜
布
一
匹
準
正
布
二
匹
、
京
外
皆
然
、
而
各
道
貿

鹽
之
時
、
緜
布
一
匹
準
鹽
三
石
九
斗
、
正
布
一
匹
一
石
三
斗
、
市

鹽
太
輕
。
請
自
今
緜
布
一
匹
準
鹽
二
石
六
斗
、
以
爲
恒
式
」。
な

お
、
塩
と
の
交
換
時
に
は
、
民
間
で
は
綿
布
は
正
布
の
三
倍
の
価

格
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
12
）　
『
万
機
要
覧
』
財
用
編
三
、
大
同
作
貢
、
作
木
・
布
・
銭
条
、

及
び
免
税
結
条
な
ど
参
照
。

（
13
）　

升
数
は
織
布
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
、
糸
筋
の
数
を
表
し
、
一

升
は
八
〇
縷
で
九
升
布
は
七
二
〇
縷
に
な
る
。
升
数
が
多
い
ほ
ど

布
目
が
細
か
く
高
級
品
に
な
る
。

（
14
）　
『
定
宗
実
録
』
巻
六
、
二
年
一
一
月
癸
酉
条
、『
世
宗
実
録
』
巻

八
二
、
二
〇
年
九
月
戊
子
条
。
韓
佑
V
他
『
訳
註
経
国
大
典
（
註

釈
篇
）』
戸
典
、（
韓
国
精
神
文
化
研
究
院
発
行
、
一
九
八
六
）、

二
三
一
頁
。

（
15
）　

高
麗
時
代
の
禄
俸
制
に
つ
い
て
は
、
崔
貞
煥
前
掲
書
に
詳
し
い
。

文
武
班
録
の
み
で
な
く
、
そ
の
他
の
禄
俸
や
、
田
柴
科
な
ど
の
土

地
支
給
に
つ
い
て
も
総
合
的
に
述
べ
て
い
る
。

（
16
）　

こ
の
頃
、
田
柴
は
品
階
を
基
準
と
し
、
一
八
科
等
に
よ
っ
て
支

給
さ
れ
て
い
た
が
、
禄
俸
は
品
階
と
は
一
致
せ
ず
、
官
職
に
従
っ

て
、
同
じ
品
階
で
も
差
等
が
設
け
ら
れ
た
り
、
下
位
品
階
が
上
位

品
階
よ
り
禄
俸
が
多
い
場
合
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
田
柴
を
受
け
ず
、

禄
俸
の
み
を
受
け
る
官
職
も
多
く
あ
っ
た
と
い
う
。
崔
貞
煥
前
掲

書
、
三
六
頁
。

（
17
）　
『
太
宗
実
録
』
巻
一
三
、
七
年
一
月
辛
未
条
、「
辛
未
更
定
百
官

祿
科
。
左
政
丞
河
崙
言
、
各
品
祿
科
不
同
、
請
增
減
詳
定
、
從
之
」。

（
18
）　
『
世
宗
実
録
』
巻
八
〇
、
二
〇
年
二
月
甲
戌
条
、「
議
政
府
啓
、

謹
按
歴
代
班
祿
之
制
、
或
給
祿
或
給
俸
。
其
給
祿
也
、
元
魏
毎
月

季
、
隋
家
給
以
春
秋
二
朔
、
唐
貞
觀
二
年
、
制
春
夏
二
季
春
給
、

秋
冬
二
季
秋
給
、
隨
時
損
益
、
相
沿
襲
。
我
國
因
高
麗
舊
制
、
初

番
正
月
、
二
番
七
月
、
欲
令
兩
都
目
除
職
者
竝
皆
受
祿
、
其
勸
士

養
廉
之
意
至
矣
。
然
初
番
之
祿
、
廣
興
倉
常
無
所
儲
、
必
須
忠
淸

道
歳
前
收
税
漕
轉
、
庶
足
頒
賜
之
數
、
故
忠
淸
之
民
、
毎
年
禾
穀

未
熟
、
損
實
未
驗
之
前
、
備
納
其
税
（
中
略
）
永
樂
七
年
獻
議
者

上
言
、
頒
祿
之
法
、
因
循
前
朝
、
分
爲
二
番
、
受
祿
者
不
及
正
七

月
、
則
雖
累
朔
從
仕
、
而
未
得
受
祿
、
似
爲
不
均
。 

願
自
今
年
頒

賜
之
數
、
分
爲
四
番
、
毎
於
四
孟
朔
頒
賜
。
太
宗
依
允
、
而
未
及

施
行
。
今
遵
太
宗
遺
意
、
自
來
己
未
年
爲
始
、
計
一
年
頒
賜
之
數
、

分
爲
四
次
、
毎
於
四
孟
朔
頒
賜
、
以
均
仕
者
之
祿
。
又
令
忠
淸
道

依
他
道
例
、
損
實
後
、
始
自
正
月
收
税
漕
轉
」。

（
19
）　

崔
貞
煥
前
掲
書
。

（
20
）　

高
麗
末
朝
鮮
初
の
状
況
は
注
（
22
）（
23
）
参
照
。
一
七
世
紀

に
も
、
柳
馨
遠
『
T
溪
随
録
』
巻
一
九
、
禄
制
条
に
は
、「
本
国

冗
官
太
濫
、
俸
禄
至
薄
、
秩
高
者
猶
患
艱
食
、
況
其
卑
者
乎
。
於

是
苟
且
之
習
紛
起
、
営
私
之
弊
莫
禁
、
交
相
征
利
」
と
あ
る
。

（
21
）　
『
増
補
文
献
備
考
』
巻
二
三
七
、
職
官
考
、
禄
俸
条
、「
中
宗
二

十
年
（
※
一
五
二
五
）、
領
議
政
南
袞
等
、
以
歳
歉
、
請
減
百
官

禄
。
上
曰
忠
信
重
禄
、
所
以
勧
士
、
苟
非
極
凶
、
不
可
減
也
、
不

許
」「
孝
宗
朝
（
※
一
六
五
〇
〜
一
六
五
九
）、
比
年
凶
歉
、
備
局

請
減
百
官
禄
俸
、
政
院
継
之
、
大
臣
申
之
、
而
不
許
、
一
則
曰
忠

信
重
禄
聖
人
所
訓
、
凶
年
飢
歳
尤
宜
U
念
（
以
下
略
）」。
他
に
災
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害
時
の
例
で
は
あ
る
が
、『
英
祖
実
録
』
巻
四
七
、
一
四
年
（
一

七
三
八
）
一
〇
月
辛
丑
条
に
「
右
議
政
宋
寅
明
曰
、
湖
南
伯
條
陳

十
事
、
而
如
被
災
邑
作
米
、
及
沿
邑
儲
置
米
會
禄
事
、
許
之
可
也
。

（
中
略
）
寅
明
仍
請
、
百
官
料
祿
量
宜
減
損
。
上
曰
、
忠
信
重
祿
、

載
於
九
經
、
我
朝
頒
祿
、
本
自
不
敷
、
又
何
減
焉
、
不
許
」
と
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
少
な
い
禄
料
な
の
に
、
臣
下
が
削

減
を
願
い
出
て
、
国
王
が
そ
れ
を
許
さ
な
い
と
い
う
記
事
が
、
朝

鮮
後
期
に
よ
く
見
ら
れ
る 
（
原
文
中
※
印
は
筆
者
注
で
、
※
印
の

な
い
も
の
は
原
注
、
以
下
同
様
）。

（
22
）　
『
定
宗
実
録
』
巻
四
、
二
年
四
月
辛
丑
条
、「
我
朝
東
班
、
自
判

門
下
、
領
三
司
至
九
品
、
五
百
二
十
餘
員
、
西
班
自
上
、
大
將
軍
、

至
隊
長
隊
副
、
四
千
一
百
七
十
餘
人
、
文
武
官
吏
之
數
、
固
三
倍

於
中
朝
之
制
矣
。
加
以
成
衆
官
、
上
林
園
、
圖
畫
院
、
司
楯
、
司

衣
、
司
幕
、
司
X
、
忠
勇
、
近
侍
、
內
侍
府
、
掖
庭
・
典
樂
・
雅

樂
署
、
各
有
祿
官
、
而
檢
校
、
散
秩
、
則
亦
增
其
數
、
祿
俸
之
不

周
、
實
由
此
也
。
前
朝
舊
制
（
中
略
）
其
餘
衙
門
員
吏
之
數
、
亦

不
煩
冗
、
使
之
不
廢
職
事
、
而
國
治
民
安
、
維
持
四
百
餘
年
。
至

于
近
代
、
兩
府
之
數
、
少
加
於
古
、
而
恭
愍
王
始
毀
古
制
、
六
曹
、

六
寺
、
七
監
、
毎
品
各
增
二
員
、
西
班
之
職
、
亦
加
於
古
。 

甲
寅

（
※
一
三
七
四
、
恭
愍
王
殺
さ
れ
W
王
即
位
）
之
後
、
權
臣
擅
政
、

視
名
器
爲
己
私
物
、
布
列
枝
黨
、
增
添
兩
府
、
猶
爲
不
足
、
又
設

商
議
、
多
至
十
數
、
而
掌
經
濟
者
、
不
過
侍
中
二
人
、
此
皆
殿
下

所
見
聞
也
。 

我
太
上
殿
下
、
應
天
開
國
、
立
經
陳
紀
、
欲
革
冗
官
、

第
因
草
創
、
以
待
勤
勞
、
而
未
得
盡
革
、
以
至
于
今
、
毎
年
頒
祿
、

常
不
周
足
。（
中
略
）
軍
資
所
屬
外
官
三
百
餘
員
廩
給
外
、
京
官

之
祿
、
幾
於
十
萬
石
。 

祿
俸
常
患
於
不
足
、
軍
資
未
見
其
積
畜
者
、

豈
非
冗
官
之
未
汰
、
散
秩
之
尚
多
也
」。 

（
23
）　
『
太
宗
実
録
』
巻
五
、
三
年
六
月
壬
子
条
、「
國
家
定
田
制
之
初
、

軍
資
屬
田
、
倍
於
祿
俸
之
田
、
而
近
年
以
來
、
毎
因
陳
損
、
祿
俸

不
滿
前
額
、
輒
以
軍
資
田
租
充
之
。
故
一
年
祿
俸
之
數
、
無
慮
十

有
二
萬
餘
石
、
而
軍
資
所
入
、
則
自
己
卯
至
辛
巳
、
合
三
年
而
計

之
、
猶
未
滿
二
萬
石
。（
中
略
）
願
依
臣
等
前
日
所
啓
、
其
冗
官

之
可
汰
者
汰
之
、
可
并
者
并
之
、
以
減
損
其
吏
額
、
又
依
本
院
建

文
四
年
三
月
初
六
日
所
申
祿
轉
陳
損
之
數
、
勿
以
軍
資
充
之
」。

（
24
）　
『
粛
宗
実
録
』
巻
五
、
二
年
二
月
庚
申
条
、「（
※
戸
曹
判
書

呉
）
挺
緯
對
曰
、
計
百
官
頒
祿
之
米
、
三
萬
五
千
五
百
七
十
六
石

矣
。
竝
與
一
年
應
用
之
穀
、
比
之
於
今
年
當
捧
之
數
、
則
尚
有
餘

裕
。
自
十
月
爲
始
頒
祿
、
則
似
宜
。
上
曰
、
百
官
之
俸
、
毎
以
散

料
磨
錬
、
事
甚
苟
簡
。
自
今
年
夏
等
爲
始
、
頒
祿
」。

（
25
）　

な
お
、
別
庫
か
ら
各
衙
門
員
役
一
年
散
料
、
両
西
貢
物
、
元
貢

不
足
別
貿
易
価
（
二
〇
二
二
八
石
）
が
支
給
さ
れ
て
い
た
が
、
内

訳
が
不
明
な
の
で
除
外
し
た
。

（
26
）　

朝
鮮
王
朝
の
租
庸
調
の
財
政
制
度
は
、
唐
代
の
租
庸
調
と
収
取

名
目
は
同
じ
で
も
、
内
容
は
異
な
っ
て
い
た
。
拙
稿
「
朝
鮮
王
朝

後
期
の
国
家
財
政
と
貢
物
・
進
上
」『
朝
鮮
学
報
』
第
百
七
十
三

輯
（
朝
鮮
学
会
、
一
九
九
九
）、
お
よ
び
高
麗
大
学
校
博
士
論
文

「
朝
鮮
後
期
の
貢
納
請
負
制
と
中
人
層
貢
人
」（
二
〇
〇
一
）。

（
27
）　
『
承
政
院
日
記
』
英
祖
五
年
（
一
七
二
九
）
三
月
四
日
条
、「
戸

曹
判
書
権
以
鎮
疏
曰
（
中
略
）、
国
朝
之
経
用
、
税
與
貢
皆
在
本

曹
（
※
戸
曹
）、
税
以
領
百
官
三　

軍
之
禄
、
貢
以
供
御
供
及
闕
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内
日
用
之
需
・
百
司
用
下
之
費
」。

（
28
）　

王
室
に
上
納
す
る
「
進
上
」
と
中
央
官
庁
に
上
納
す
る
「
貢

物
」
が
あ
っ
た
。
朝
鮮
前
期
の
貢
納
制
に
つ
い
て
は
、
田
川
孝
三

『
李
朝
貢
納
制
の
研
究
』（
東
洋
文
庫
、
一
九
六
四
）
参
照
。

（
29
）　
『
万
機
要
覧
』
財
用
編
三
、「
均
役
」
以
下
「
給
代
」
条
ま
で
。

（
30
）　

な
お
、
日
野
開
三
郎
『（
東
洋
史
学
論
集
第
四
巻
）
唐
代
両
税

法
の
研
究
』（
三
一
書
房
、
一
九
八
二
）
四
七
〜
四
九
頁
で
は
、

唐
代
に
お
い
て
も
均
田
法
が
支
配
的
な
土
地
規
制
と
し
て
行
わ
れ

て
い
な
か
っ
た
と
言
う
。
唐
代
租
庸
調
制
は
丁
男
労
働
力
を
課
税

対
象
に
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、「
均
田
制
か
ら
租
庸
調
制
が
引

き
出
さ
れ
た
の
で
は
無
く
、
均
田
制
も
租
庸
調
制
も
共
に
丁
男
労

働
力
の
均
等
観
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
か
く
見
て

こ
そ
一
方
の
均
田
制
が
現
実
化
し
な
い
ま
ま
に
他
方
の
租
庸
調
制

が
実
施
せ
ら
れ
て
い
た
所
以
が
理
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
実
際
に
唐
代
に
お
い
て
均
田
制
が
行
わ
れ
て
い
た
か

否
か
は
さ
て
お
い
て
、
理
念
的
に
は
後
代
ま
で
も
唐
代
租
庸
調
制

は
均
田
制
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
、
均
田
制
は
公
平

で
理
想
的
な
土
地
制
度
と
み
な
さ
れ
、
理
念
的
影
響
を
与
え
続
け

た
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

（
31
）　
『
経
国
大
典
』
巻
之
四
、
兵
典
、
給
保
・
番
上
・
番
次
都
目
・

軍
士
給
仕
等
の
各
条
。

（
32
）　

韓
国
国
史
編
纂
委
員
会
で
一
九
九
〇
年
代
に
刊
行
さ
れ
た
『
韓

国
史
』
全
六
〇
巻
中
、
朝
鮮
時
代
の
財
政
体
制
に
つ
い
て
、
租
庸

調
に
対
す
る
言
及
が
一
言
も
な
い
。『
韓
国
史
』
二
四
（
一
九
九

四
）
の
「
Ⅳ
．
国
家
財
政
」
で
は
税
目
目
次
が
「
一
．
財
政
関
係

官
署
、
二
．
中
央
財
政
、
三
．
地
方
財
政
、
四
．
租
税
、
五
．
貢

物
、
六
．
進
上
、
七
．
還
穀
、
八
．
役
」
と
な
っ
て
い
て
、
身

役
・
徭
役
を
同
じ
く
「
役
」
と
分
類
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
朝

鮮
時
代
の
財
政
体
制
が
羅
列
的
に
な
り
、
ど
の
よ
う
な
理
念
で
な

ぜ
そ
の
体
制
が
採
択
さ
れ
た
の
か
、
構
造
的
に
見
え
な
く
な
っ
て

い
る
。
租
庸
調
と
い
う
時
に
は
、
収
取
対
象
が
そ
れ
ぞ
れ
田
税
、

身
役
、
戸
役
で
あ
る
と
い
う
重
要
な
概
念
も
明
確
に
な
る
。
中
国

唐
代
の
租
庸
調
制
と
は
内
容
が
異
な
る
と
こ
ろ
に
朝
鮮
王
朝
の
特

徴
が
あ
る
。
拙
稿
前
掲
博
士
論
文
参
照
。

（
33
）　

北
村
明
美
「
李
朝
初
期
‘
軍
役
’
概
念
の
再
検
討
」（『
歴
史
学

研
究
』
第
六
八
〇
号
、
歴
史
学
研
究
会
、
一
九
九
六
）、
拙
稿
前

掲
博
士
論
文「
第
四
章　

一
八
・
一
九
世
紀
中
人
層
の
貢
人
活
動
」。

（
34
）　
『
震
檀
学
報
』
第
一
四
巻
（
ソ
ウ
ル
：
震
檀
学
会
、
一
九
四
一
）。

（
35
）　
『
大
典
会
通
』
吏
典
、
お
よ
び
兵
典
。
朝
鮮
時
代
の
官
僚
制
や

遞
児
職
に
つ
い
て
は
、
李
成
茂
「
第
二
章
第
三
節　

両
班
と
官

職
」『
朝
鮮
初
期
両
班
研
究
』（
ソ
ウ
ル
：
一
潮
閣
、
一
九
八
〇
）

や
李
載
Y
前
掲
書
、
崔
貞
煥
前
掲
書
な
ど
が
参
考
に
な
る
。

（
36
）　

拙
稿
前
掲
博
士
論
文
第
四
章
。

（
37
）　
『
大
典
会
通
』
兵
典
、
京
官
職
、
五
衛
条
参
照
。　

（
38
）　

須
川
英
徳
『
李
朝
商
業
政
策
史
研
究

│
一
八
・
一
九
世
紀
に

お
け
る
公
権
力
と
商
業

│
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九

四
）
で
は
、
一
八
世
紀
後
半
以
降
の
宮
房
、
軍
門
、
諸
衙
門
、
勢

家
の
乱
廛
、
貿
穀
、
貸
金
業
、
無
名
雑
税
収
税
等
の
諸
営
利
活
動

へ
の
参
加
と
商
人
と
の
結
合
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

（
39
）　
『
顯
宗
改
修
実
録
』
巻
二
二
、
一
一
年
一
月
庚
寅
条
、「
經
亂
以



8687

後
、
常
祿
既
減
、
而
宣
飯
・
職
田
、
又
從
而
廢
。
蓋
以
税
入
日
縮
、

國
力
不
及
故
也
。
税
入
日
縮
者
、
無
他
故
焉
。
久
廢
量
田
、
田
結

多
失
、
且
毎
年
常
税
、
勿
問
豐
凶
、
恒
從
下
下
年
爲
率
、
只
捧
四

斗
。
其
視
國
制
、
上
上
年
所
捧
、
不
啻
五
之
一
、
而
各
衙
門
屯
田
、

諸
宮
家
設
庄
免
税
、
幾
半
國
中
、
祖
宗
朝
舊
結
收
税
者
、
皆
入
其

中
。
故
地
部
税
入
、
歳
僅
十
餘
萬
石
、
而
軍
食
之
取
給
於
常
税
者
、

又
至
七
八
萬
石
。
其
餘
以
爲
官
祿
及
上
供
・
宗
廟
・
百
神
之
祀
者
、

不
過
三
萬
餘
石
。
而
税
外
以
大
同
爲
名
者
、
歳
出
米
五
六
十
萬
石
、

本
末
顚
倒
、
經
制
乖
舛
、
國
力
之
削
弱
、
民
産
之
日
蹙
、
職
由
於

此
。
百
官
俸
祿
之
薄
、
又
何
足
言
哉
」
等
。

（
40
）　

朝
鮮
王
朝
後
期
に
は
大
同
税
に
含
ま
れ
、
貢
人
役
価
、
貢
人
作

紙
と
な
っ
た
。
詳
し
く
は
拙
稿
高
麗
大
学
校
碩
士
（
修
士
）
論
文

『
朝
鮮
後
期
の
貢
物
貿
納
制
と
貢
人
役
価
』（
一
九
八
三
）
参
照
。

（
41
）　

柳
馨
遠
『
T
溪
随
録
』
巻
三
、
田
制
後
録
上
、
経
費
条
、「
各

司
皆
定
給
公
廨
所
需
、
断
今
誅
求
之
弊
（
大
小
各
司
皆
、
當
定
給

公
事
紙
札
鋪
陳
燈
燭
柴
炭
炬
等
、
皆
酌
量
容
入
折
米
定
数
、
自
漕

税
、
毎
歳
孟
春
支
下
各
司
、
自
當
以
此
為
用
、
今
上
司
鋪
陳
諸
物

求
請
外
方
等
事
、
當
先
禁
止
。
凡
詞
訟
作
紙
禁
受
価
布
、
依
法
典

以
紙
捧
之
、
以
為
其
公
事
紙
。
且
今
外
方
公
納
田
税
以
下
、
凡
物

亦
有
作
紙
、
尤
極
不
當
、
此
則
宜
悉
革
罷
。
此
外
各
司
柴
炬
燭
等
、

拘
且
徴
責
之
弊
、
并
宜
一
切
痛
革
、
詳
見
禄
制
）。
按
前
代
（
※

高
麗
）
公
廨
田
、
盖
為
此
等
支
費
也
（
今
各
司
右
件
所
需
、
或
有

甚
乏
不
足
者
、
或
有
過
濫
応
別
人
求
者
、
盖
皆
出
於
非
理
誅
求
、

若
用
米
布
衙
門
、
則
例
以
剰
米
余
布
弁
之
、
即
加
捧
不
会
之
数
也
、

有
貢
物
衙
門
、
則
徴
弁
於
貢
物
防
納
者
、
以
其
侵
民
食
利
也
、
用

刑
衙
門
、
則
弁
於
使
令
、
以
其
作
弊
受
賄
也
、
分
軍
衙
門
、
則
弁

於
書
員
、
以
其
侵
軍
有
取
也
、
各
直
処
房
柴
、
則
以
其
所
配
番
軍
、

掠
抜
樵
夫
所
擔
而
用
之
、
弊
習
成
規
、
觸
処
皆
然
、
如
是
故
、
守

令
拝
辞
時
、
則
政
院
（
※
承
政
院
）
輒
称
筆
債
、
而
勒
住
守
令
徴

責
布
疋
、
此
皆
因
成
旧
例
、
為
官
者
不
復
知
其
可
怪
焉
）」。

（
42
）　

戸
曹
で
正
式
の
該
地
方
負
担
税
と
し
て
認
め
、
上
納
数
よ
り
相

殺
し
減
ず
る
こ
と
。

（
43
）　

以
上
、
柳
馨
遠
『
T
溪
随
録
』
巻
三
、
田
制
後
録
上
、
経
費
条
、

「
今
非
旦
奉
使
者
有
求
請
、
国
家
往
往
亦
有
求
請
之
例
（
今
国
家

有
営
造
進
宴
等
事
、
則
例
為
求
請
、
為
国
婚
者
亦
求
請
）
夫
王
者

冨
有
一
国
経
税
所
入
、
本
足
以
京
百
用
、
豈
有
求
請
於
外
藩
之
理
」。

（
44
）　

同
上
書
、
同
上
条
、「
京
中
百
官
以
至
吏
胥
僕
隷
、
皆
給
常
禄

（
今
百
官
俸
禄
至
薄
、
一
品
歳
俸
六
十
石
、
至
九
品
則
僅
十
二
石
、

不
能
自
給
、
例
受
外
方
餽
遺
、
名
曰
進
俸
、
唯
居
清
要
者
得
之
、

其
余
則
不
得
焉
。
又
各
司
該
用
余
物
皆
私
分
諸
官
、
名
曰
分
兒
。

吏
胥
禄
則
或
有
或
無
、
諸
司
不
同
、
其
有
者
或
以
価
布
或
米
月
六

斗
、
奴
隷
則
挙
無
其
稟
、
故
吏
隷
皆
待
漁
奪
以
為
生
事
。
既
如
此
、

其
弊
害
所
至
、
有
不
可
勝
言
者
、
當
参
酌
古
意
、
自
大
官
以
下
以

至
吏
胥
僕
隷
、
皆
定
給
常
禄
、
以
漕
税
頒
給
、
其
数
見
禄
制
。
常

禄
既
皆
足
以
為
資
、
則
凡
今
進
俸
分
兒
之
類
、
皆
當
禁
断
、
吏
輩

漁
奪
納
賂
之
習
、
一
切
痛
革
）」。

（
45
）　

同
上
書
、
同
上
条
。

（
46
）　

丁
若
O
（
一
七
六
二
〜
一
八
三
六
）『
経
世
遺
表
』
巻
一
、
地

官
戸
曹
第
二
、
経
田
司
条
。
ま
た
、
同
書
巻
七
、
地
官
修
制
、
田

制
七
で
は
「（
※
康
津
県
の
加
徴
之
米
・
黄
豆
）
通
共
五
千
九
百
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二
十
四
斗
之
米
、
国
所
不
知
、
民
則
出
之
、
県
令
不
以
為
廩
、
監

司
不
以
為
俸
、
太
倉
不
知
、
戸
曹
不
知
、
惟
一
二
郷
吏
以
之
為
天

賜
之
禄
。（
中
略
）
臣
所
見
者
、
適
此
一
県
、
湖
南
五
十
三
邑
、

必
邑
邑
皆
然
、
通
計
其
数
、
将
踰
萬
石
、
豈
不
磋
哉
。（
中
略
）

戸
曹
・
監
司
、
但
知
下
下
之
田
、
応
收
下
下
之
額
、
不
意
其
如
是

也
。（
中
略
）
一
任
而
不
之
禁
、
則
民
残
国
亡
、
必
由
吏
胥
之

手
」
と
記
し
、
民
が
衰
残
し
国
家
が
亡
ぶ
の
は
必
ず
吏
胥
の
手
に

よ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
47
）　

大
庭
寛
一
『
朝
鮮
論
』（
東
邦
協
会
、
明
治
二
九
年
、
一
八
九

六
）。

（
と
く
な
り　

と
し
こ
・
大
阪
経
済
大
学
非
常
勤
講
師
）


